
⑵ 学校給食摂取基準の検討

「学校給食摂取基準」（令和３年４月１日施行）については、令和３年２月１２日付けの文

部科学省初等中等教育局長通知「学校給食実施基準の一部改正について」で、以下のように

示されている。 
厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準（２０２０年版）」を参考とし、その考え方

を踏まえるとともに、「食事摂取基準を用いた食生活改善に資するエビデンスの構築に関す

る研究」（以下「食事状況調査」という。）の調査結果より算出した、小学３年生、５年生及

び中学２年生が昼食である学校給食において摂取することが期待される栄養量等を勘案し、

児童又は生徒の健康の増進及び食育の推進を図るために望ましい栄養量を算出したものであ

る。「学校給食摂取基準」についての基本的な考え方は、本基準の一部改正に先立ち、文部科

学省に設置した、学校給食における児童生徒の食事摂取基準策定に関する調査研究協力者会

議がとりまとめた「学校給食摂取基準の策定について（報告）」（令和２年１２月）を参照す

る。  
本基準は、児童生徒１人１回当たりの全国的な平均値を示すものであるから、適用に当た

っては、個々の児童生徒の健康状態及び生活活動等の実態並びに地域の実情に十分配慮し、

弾力的に適用することが必要である。なお、本基準は男女の人数比を１：１で算定している

ため、各学校においては実態に合わせてその比率に配慮する。 
ア 小中学校及び特別支援学校の小中学部の児童生徒１人１回当たりの学校給食摂取基準

区 分
基 準 値

児童（６～７歳） 児童（８～９歳） 児童 〜 歳 生徒 ～ 歳

エネルギー （ ）

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

ナトリウム

（食塩相当量）
未満 ２未満 ２未満 未満

カルシウム

マグネシウム

鉄 ２ ３

ビタミンＡ μ

ビタミンＢ

ビタミンＢ

ビタミンＣ

食物繊維 ４以上 以上 ５以上 ７以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについても示した摂取について配慮する。

亜 鉛……児童（ ６～ ７歳） ２ 、 児童（ ８～ ９歳） ２

児童（１０～１１歳） ２ 、 生徒（１２～１４歳） ３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動

等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮する。

イ 夜間課程を置く高等学校の生徒１人１回当たりの学校給食摂取基準

区 分 基 準 値

エネルギー （ ）

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

 

Ⅲ 学校給食の栄養管理

学校給食法第２条では学校給食の目標について、「適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図

ること」「日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断

力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと」としており、目標達成には栄養管理が重要である。学

校給食の栄養管理は、学校給食実施基準（学校給食法第８条）に基づいて行われており、一般的に

は、①献立作成、②給食の提供、③事後評価、④評価に基づく改善の流れで実施するが、献立作成

の前には、対象者の実態把握（アセスメント）を行うことが望ましい。

１ 献立作成

⑴ 年間献立計画の作成

学校給食を教材として活用できるよう、各教科等で学習する内容や時期を的確に把握し、食

に関する指導の全体計画と関連付けた献立作成が大切である。

年間献立計画に掲げる項目としては次のようなものがある。

① 月目標

② 献立作成のねらい

③ 行事食・郷土料理・季節の料理

④ 旬の食品・地場産物等の取り入れたい食品

⑤ 選択給食

⑥ 関連する学習内容・学校行事

【年間献立計画】（例）

月 月目標 献立作成のねらい 行事食等 取り入れたい食品 教科等との関連

４

い
ろ
い
ろ
な

食
品
を
知
ろ
う

・１年生が給食に慣

れるように食べや

すい料理を取り入

れる。

・配膳しやすい献立

にする。

入学・進級祝

い

（赤飯）

給食試食会

キャベツ

たけのこ

みつば

ふき

１年生活：がっこうたんけん

３年理科：植物を育てよう

５年家庭：ゆでる調理でおい

しさ発見

６年家庭：朝食から健康な１

日の生活を

５

地
場
産
物
を
知
ろ
う

・行事食に込められ

た 思 い を 知 ら せ

る。

・地域でとれる食品

を通して、自分た

ちの住む町、市、県

の よ さ を 知 ら せ

る。

八十八夜

端午の節句

（ か し わ も

ち）

姉妹・友好都

市（トリノ市）

ふるさと給食

新じゃがいも

新たまねぎ

にぎす

キャベツ

アスパラガス

２年生活：野さいをそだてよ

う

４年社会：わたしたちの県の

ようす

５年社会：食生活を支える食

料の産地

５年理科：植物の発芽や成長

６

よ
く
か
ん
で

食
べ
よ
う

・歯を丈夫にしたり、

咀
そ

嚼
しゃく

力や嚥
えん

下力を

高めたりする食品

や料理を多く取り

入れる。

歯と口の健康

週間

かみかみ献立

セレクト献立

愛知を食べる

学校給食の日

たまねぎ

トマト

メロン

小魚

あじ

３年体育：健康な生活

４年体育：体の発育・発達

５年体育：心の健康

６年体育：病気の予防
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月 月目標 献立作成のねらい 行事食等 取り入れたい食品 教科等との関連

４

い
ろ
い
ろ
な

食
品
を
知
ろ
う

・１年生が給食に慣

れるように食べや

すい料理を取り入

れる。

・配膳しやすい献立

にする。

入学・進級祝

い

（赤飯）

給食試食会

キャベツ

たけのこ

みつば

ふき

１年生活：がっこうたんけん

３年理科：植物を育てよう

５年家庭：ゆでる調理でおい

しさ発見

６年家庭：朝食から健康な１

日の生活を

５

地
場
産
物
を
知
ろ
う

・行事食に込められ

た 思 い を 知 ら せ

る。

・地域でとれる食品

を通して、自分た

ちの住む町、市、県

の よ さ を 知 ら せ

る。

八十八夜

端午の節句

（ か し わ も

ち）

姉妹・友好都

市（トリノ市）

ふるさと給食

新じゃがいも

新たまねぎ

にぎす

キャベツ

アスパラガス

２年生活：野さいをそだてよ

う

４年社会：わたしたちの県の

ようす

５年社会：食生活を支える食

料の産地

５年理科：植物の発芽や成長

６

よ
く
か
ん
で

食
べ
よ
う

・歯を丈夫にしたり、

咀
そ

嚼
しゃく

力や嚥
えん

下力を

高めたりする食品

や料理を多く取り

入れる。

歯と口の健康

週間

かみかみ献立

セレクト献立

愛知を食べる

学校給食の日

たまねぎ

トマト

メロン

小魚

あじ
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食手引第二次 ～

栄養教諭中核 ～
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オ 学校給食摂取基準における推定エネルギー必要量及び各栄養素の基準値設定の考え方

項 目 考 え 方

エネルギー

学校保健統計調査の平均身長から求めた標準体重と身体活動レベルのレベルⅡ（ふつ

う）を用いた１日の推定エネルギー必要量の ％

身体活動レベルは、児童（６～７歳） 、児童（８～９歳） 、児童（ ～ 歳）

及び生徒（ ～ 歳）

たんぱく質 「食事摂取基準」の目標量、学校給食による摂取エネルギー全体の ～ ％

脂質 「食事摂取基準」の目標量、学校給食による摂取エネルギー全体の ～ ％

ナトリウム

食塩相当量
「食事摂取基準」の目標量の ％未満

カルシウム 「食事摂取基準」の推奨量の ％

マグネシウム
小学生以下は「食事摂取基準」の推奨量の ％程度、中学生以上は摂取量が不足して

いることから推奨量の ％

鉄 「食事摂取基準」の推奨量の ％

ビタミンＡ

ビタミンＢ１

ビタミンＢ２

「食事摂取基準」の推奨量の ％

ビタミンＣ 「食事摂取基準」の推奨量の ％

食物繊維 「食事摂取基準」の目標量の ％以上

亜鉛 望ましい数値として「食事摂取基準」の推奨量の ％

※ 各学校等において基準値の策定を行う場合は、推定平均必要量以下の割合を評価し、家庭における不足分を学

校給食でどの程度補えるか判断する。

カ 市町村・学校における学校給食摂取基準設定の手順

ｱ 実態把握（アセスメント）

ａ 幼児児童生徒の体格や健康状態等（養護教諭・学級担任と連携）

・年齢・性別、身長・体重、身体活動状況、発育の状況等について把握する。

・幼児児童生徒は成長期であり、１年間で大きく変化するので、年 回以上身長・体

重、発育の状況を把握することが望ましい。

ｂ 幼児児童生徒の食事内容（栄養素等摂取状況）

・学校給食の摂取状況を把握する。

・学校給食以外の３日間（学校給食がある日２日、ない日１日）の食事・間食の摂取

状況を調査する。

ｃ 実態把握のための調査が難しい場合

・集団の一部で実施したり、他の類似集団のデータを参考にしたりするが、少しずつ

実態把握ができるように進める。 
ｲ 推定エネルギー必要量の算出

ａ 算定式

推定エネルギー必要量（ 日）

＝基礎代謝量基準値（ 体重 日）×体重（ ）×身体活動レベル

＋エネルギー蓄積量（ 日）

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

ナトリウム（食塩相当量） 未満

カルシウム

マグネシウム

鉄 ４

ビタミンＡ μ

ビタミンＢ

ビタミンＢ

ビタミンＣ

食物繊維 以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについても示した摂取について配慮する。

亜 鉛……生徒 ３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動

等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮する。

ウ 特別支援学校の幼稚部・高等部の幼児・生徒１人１回当たりの学校給食摂取基準

区 分
基 準 値

幼 児 生 徒

エネルギー （ ）

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

ナトリウム（食塩相当量） 未満 未満

カルシウム

マグネシウム

鉄 ２ ４

ビタミンＡ μ

ビタミンＢ

ビタミンＢ

ビタミンＣ

食物繊維 ３以上 以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについても示した摂取について配慮する。

亜 鉛……幼児 １ 、生徒 ３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動

等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮する。

エ 特別支援学校の幼児児童生徒への適用

障害の種類と程度が多様であり、身体活動レベルもさまざまであることから、「学校給食

摂取基準」の適用に当たっては、個々の幼児児童生徒の健康状態や生活活動の実態、地域

の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。
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オ 学校給食摂取基準における推定エネルギー必要量及び各栄養素の基準値設定の考え方

項 目 考 え 方

エネルギー

学校保健統計調査の平均身長から求めた標準体重と身体活動レベルのレベルⅡ（ふつ

う）を用いた１日の推定エネルギー必要量の ％

身体活動レベルは、児童（６～７歳） 、児童（８～９歳） 、児童（ ～ 歳）

及び生徒（ ～ 歳）

たんぱく質 「食事摂取基準」の目標量、学校給食による摂取エネルギー全体の ～ ％

脂質 「食事摂取基準」の目標量、学校給食による摂取エネルギー全体の ～ ％

ナトリウム

食塩相当量
「食事摂取基準」の目標量の ％未満

カルシウム 「食事摂取基準」の推奨量の ％

マグネシウム
小学生以下は「食事摂取基準」の推奨量の ％程度、中学生以上は摂取量が不足して

いることから推奨量の ％

鉄 「食事摂取基準」の推奨量の ％

ビタミンＡ

ビタミンＢ１

ビタミンＢ２

「食事摂取基準」の推奨量の ％

ビタミンＣ 「食事摂取基準」の推奨量の ％

食物繊維 「食事摂取基準」の目標量の ％以上

亜鉛 望ましい数値として「食事摂取基準」の推奨量の ％

※ 各学校等において基準値の策定を行う場合は、推定平均必要量以下の割合を評価し、家庭における不足分を学

校給食でどの程度補えるか判断する。

カ 市町村・学校における学校給食摂取基準設定の手順

ｱ 実態把握（アセスメント）

ａ 幼児児童生徒の体格や健康状態等（養護教諭・学級担任と連携）

・年齢・性別、身長・体重、身体活動状況、発育の状況等について把握する。

・幼児児童生徒は成長期であり、１年間で大きく変化するので、年 回以上身長・体

重、発育の状況を把握することが望ましい。

ｂ 幼児児童生徒の食事内容（栄養素等摂取状況）

・学校給食の摂取状況を把握する。

・学校給食以外の３日間（学校給食がある日２日、ない日１日）の食事・間食の摂取

状況を調査する。

ｃ 実態把握のための調査が難しい場合

・集団の一部で実施したり、他の類似集団のデータを参考にしたりするが、少しずつ

実態把握ができるように進める。 
ｲ 推定エネルギー必要量の算出

ａ 算定式

推定エネルギー必要量（ 日）

＝基礎代謝量基準値（ 体重 日）×体重（ ）×身体活動レベル

＋エネルギー蓄積量（ 日）

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

ナトリウム（食塩相当量） 未満

カルシウム

マグネシウム

鉄 ４

ビタミンＡ μ

ビタミンＢ

ビタミンＢ

ビタミンＣ

食物繊維 以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについても示した摂取について配慮する。

亜 鉛……生徒 ３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動

等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮する。

ウ 特別支援学校の幼稚部・高等部の幼児・生徒１人１回当たりの学校給食摂取基準

区 分
基 準 値

幼 児 生 徒

エネルギー （ ）

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

ナトリウム（食塩相当量） 未満 未満

カルシウム

マグネシウム

鉄 ２ ４

ビタミンＡ μ

ビタミンＢ

ビタミンＢ

ビタミンＣ

食物繊維 ３以上 以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについても示した摂取について配慮する。

亜 鉛……幼児 １ 、生徒 ３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動

等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮する。

エ 特別支援学校の幼児児童生徒への適用

障害の種類と程度が多様であり、身体活動レベルもさまざまであることから、「学校給食

摂取基準」の適用に当たっては、個々の幼児児童生徒の健康状態や生活活動の実態、地域

の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。
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オ 学校給食摂取基準における推定エネルギー必要量及び各栄養素の基準値設定の考え方

項 目 考 え 方

エネルギー

学校保健統計調査の平均身長から求めた標準体重と身体活動レベルのレベルⅡ（ふつ

う）を用いた１日の推定エネルギー必要量の ％

身体活動レベルは、児童（６～７歳） 、児童（８～９歳） 、児童（ ～ 歳）

及び生徒（ ～ 歳）

たんぱく質 「食事摂取基準」の目標量、学校給食による摂取エネルギー全体の ～ ％

脂質 「食事摂取基準」の目標量、学校給食による摂取エネルギー全体の ～ ％

ナトリウム

食塩相当量
「食事摂取基準」の目標量の ％未満

カルシウム 「食事摂取基準」の推奨量の ％

マグネシウム
小学生以下は「食事摂取基準」の推奨量の ％程度、中学生以上は摂取量が不足して

いることから推奨量の ％

鉄 「食事摂取基準」の推奨量の ％

ビタミンＡ

ビタミンＢ１

ビタミンＢ２

「食事摂取基準」の推奨量の ％

ビタミンＣ 「食事摂取基準」の推奨量の ％

食物繊維 「食事摂取基準」の目標量の ％以上

亜鉛 望ましい数値として「食事摂取基準」の推奨量の ％

※ 各学校等において基準値の策定を行う場合は、推定平均必要量以下の割合を評価し、家庭における不足分を学

校給食でどの程度補えるか判断する。

カ 市町村・学校における学校給食摂取基準設定の手順

ｱ 実態把握（アセスメント）

ａ 幼児児童生徒の体格や健康状態等（養護教諭・学級担任と連携）

・年齢・性別、身長・体重、身体活動状況、発育の状況等について把握する。

・幼児児童生徒は成長期であり、１年間で大きく変化するので、年 回以上身長・体

重、発育の状況を把握することが望ましい。

ｂ 幼児児童生徒の食事内容（栄養素等摂取状況）

・学校給食の摂取状況を把握する。

・学校給食以外の３日間（学校給食がある日２日、ない日１日）の食事・間食の摂取

状況を調査する。

ｃ 実態把握のための調査が難しい場合

・集団の一部で実施したり、他の類似集団のデータを参考にしたりするが、少しずつ

実態把握ができるように進める。 
ｲ 推定エネルギー必要量の算出

ａ 算定式

推定エネルギー必要量（ 日）

＝基礎代謝量基準値（ 体重 日）×体重（ ）×身体活動レベル

＋エネルギー蓄積量（ 日）

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

ナトリウム（食塩相当量） 未満

カルシウム

マグネシウム

鉄 ４

ビタミンＡ μ

ビタミンＢ

ビタミンＢ

ビタミンＣ

食物繊維 以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについても示した摂取について配慮する。

亜 鉛……生徒 ３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動

等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮する。

ウ 特別支援学校の幼稚部・高等部の幼児・生徒１人１回当たりの学校給食摂取基準

区 分
基 準 値

幼 児 生 徒

エネルギー （ ）

たんぱく質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

脂質 ％ 学校給食による摂取エネルギー全体の ～

ナトリウム（食塩相当量） 未満 未満

カルシウム

マグネシウム

鉄 ２ ４

ビタミンＡ μ

ビタミンＢ

ビタミンＢ

ビタミンＣ

食物繊維 ３以上 以上

注 １ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについても示した摂取について配慮する。

亜 鉛……幼児 １ 、生徒 ３

２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動

等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮する。

エ 特別支援学校の幼児児童生徒への適用

障害の種類と程度が多様であり、身体活動レベルもさまざまであることから、「学校給食

摂取基準」の適用に当たっては、個々の幼児児童生徒の健康状態や生活活動の実態、地域

の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。
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係数

年齢

男 子 女 子

ａ ｂ ａ ｂ

５

６

７

８

９

ｳ たんぱく質・脂質・炭水化物の給与量の算出

推定エネルギー必要量からエネルギー比率でたんぱく質、脂質の順に給与量を算出し、

残りを炭水化物からのエネルギーとなるように給与量を算出する。

【例】小学校中学年において推定エネルギー必要量が６５０ で、推定平均必要量に

おいて不足者がほとんどいないと評価された場合及び不足者の程度の評価がされて

いない場合は以下のように算出する。

①たんぱく質

たんぱく質の基準値を推定エネルギー必要量の１３～２０％からで算出する。

６５０ の１３％は８５ 、２０％は１３０ である。たんぱく質１ｇは４

の熱量を出すので２１ ３～３２ ５ｇとなる。

②脂質

脂質の基準値を推定エネルギー必要量の２０～３０％から算出する。６５０ の

２０％は１３０ 、３０％は１９５ である。脂質１ｇは９ の熱量を出す

ので１４ ４～２１ ７ｇとなる。

③炭水化物

６５０ のうちたんぱく質、脂質分を除いた残りのエネルギーを、炭水化物１ｇ

は４ の熱量を出すことから給与量を算出する。

ｴ 各栄養素の給与量の設定

ａ 推定平均必要量から各栄養素の不足者の程度の評価を行い、不足者が相当いると評

価された場合は、家庭で不足しがちな栄養素を、学校給食で補うことを検討し、給与

量を定めることとなる。

家庭で不足しがちな栄養素として、カルシウム、鉄、食物繊維等が考えられる。著

しく不足者の多い栄養素であっても不足分を全て学校給食で補うことには限界がある

ため、施設設備、人的配置、学校給食費、１食の食事としての内容等を勘案し、でき

項目

年齢

基礎代謝量基準値（ 体重 日） 身体活動レベル エネルギー蓄積量（ 日）

男子 女子 男女共通 男子 女子

３～５歳

６～７歳

８～９歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

※ 基礎代謝量基準値とエネルギー蓄積量は、「食事摂取基準２０２５」（厚生労働省）に基づく。

※ 身体活動レベルは、「学校給食摂取基準の一部改正について」（令和３年２月１２日文部科学省通知）に基

づく。

※ 推定エネルギー必要量は、個人の評価には用いない。

ｂ 体重

個々の幼児児童生徒の推定エネルギー必要量を求める場合は、個々の実測値である

が、集団における望ましい推定エネルギー必要量の算出においては、標準体重を使用

する。

① 幼児

身長体重曲線又は近似式を用いて、個々の身長から体重標準値を算出する。

【身長体重曲線】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【近似式】※令和５年乳幼児身体発育調査報告書（こども家庭庁）

男児：体重標準値＝ ×身長 ×身長 － ×身長

女児：体重標準値＝ ×身長 ×身長 － ×身長

② 児童生徒

学校保健統計の身長別標準体重を求める計算式と係数を使用して算出する。

身長別標準体重（ ）＝係数ａ×実測身長（㎝）－係数ｂ
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係数

年齢

男 子 女 子

ａ ｂ ａ ｂ

５

６

７

８

９

ｳ たんぱく質・脂質・炭水化物の給与量の算出

推定エネルギー必要量からエネルギー比率でたんぱく質、脂質の順に給与量を算出し、

残りを炭水化物からのエネルギーとなるように給与量を算出する。

【例】小学校中学年において推定エネルギー必要量が６５０ で、推定平均必要量に

おいて不足者がほとんどいないと評価された場合及び不足者の程度の評価がされて

いない場合は以下のように算出する。

①たんぱく質

たんぱく質の基準値を推定エネルギー必要量の１３～２０％からで算出する。

６５０ の１３％は８５ 、２０％は１３０ である。たんぱく質１ｇは４

の熱量を出すので２１ ３～３２ ５ｇとなる。

②脂質

脂質の基準値を推定エネルギー必要量の２０～３０％から算出する。６５０ の

２０％は１３０ 、３０％は１９５ である。脂質１ｇは９ の熱量を出す

ので１４ ４～２１ ７ｇとなる。

③炭水化物

６５０ のうちたんぱく質、脂質分を除いた残りのエネルギーを、炭水化物１ｇ

は４ の熱量を出すことから給与量を算出する。

ｴ 各栄養素の給与量の設定

ａ 推定平均必要量から各栄養素の不足者の程度の評価を行い、不足者が相当いると評

価された場合は、家庭で不足しがちな栄養素を、学校給食で補うことを検討し、給与

量を定めることとなる。

家庭で不足しがちな栄養素として、カルシウム、鉄、食物繊維等が考えられる。著

しく不足者の多い栄養素であっても不足分を全て学校給食で補うことには限界がある

ため、施設設備、人的配置、学校給食費、１食の食事としての内容等を勘案し、でき

項目

年齢

基礎代謝量基準値（ 体重 日） 身体活動レベル エネルギー蓄積量（ 日）

男子 女子 男女共通 男子 女子

３～５歳

６～７歳

８～９歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

※ 基礎代謝量基準値とエネルギー蓄積量は、「食事摂取基準２０２５」（厚生労働省）に基づく。

※ 身体活動レベルは、「学校給食摂取基準の一部改正について」（令和３年２月１２日文部科学省通知）に基

づく。

※ 推定エネルギー必要量は、個人の評価には用いない。

ｂ 体重

個々の幼児児童生徒の推定エネルギー必要量を求める場合は、個々の実測値である

が、集団における望ましい推定エネルギー必要量の算出においては、標準体重を使用

する。

① 幼児

身長体重曲線又は近似式を用いて、個々の身長から体重標準値を算出する。

【身長体重曲線】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【近似式】※令和５年乳幼児身体発育調査報告書（こども家庭庁）

男児：体重標準値＝ ×身長 ×身長 － ×身長

女児：体重標準値＝ ×身長 ×身長 － ×身長

② 児童生徒

学校保健統計の身長別標準体重を求める計算式と係数を使用して算出する。

身長別標準体重（ ）＝係数ａ×実測身長（㎝）－係数ｂ
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係数

年齢

男 子 女 子

ａ ｂ ａ ｂ

５

６

７

８

９

ｳ たんぱく質・脂質・炭水化物の給与量の算出

推定エネルギー必要量からエネルギー比率でたんぱく質、脂質の順に給与量を算出し、

残りを炭水化物からのエネルギーとなるように給与量を算出する。

【例】小学校中学年において推定エネルギー必要量が６５０ で、推定平均必要量に

おいて不足者がほとんどいないと評価された場合及び不足者の程度の評価がされて

いない場合は以下のように算出する。

①たんぱく質

たんぱく質の基準値を推定エネルギー必要量の１３～２０％からで算出する。

６５０ の１３％は８５ 、２０％は１３０ である。たんぱく質１ｇは４

の熱量を出すので２１ ３～３２ ５ｇとなる。

②脂質

脂質の基準値を推定エネルギー必要量の２０～３０％から算出する。６５０ の

２０％は１３０ 、３０％は１９５ である。脂質１ｇは９ の熱量を出す

ので１４ ４～２１ ７ｇとなる。

③炭水化物

６５０ のうちたんぱく質、脂質分を除いた残りのエネルギーを、炭水化物１ｇ

は４ の熱量を出すことから給与量を算出する。

ｴ 各栄養素の給与量の設定

ａ 推定平均必要量から各栄養素の不足者の程度の評価を行い、不足者が相当いると評

価された場合は、家庭で不足しがちな栄養素を、学校給食で補うことを検討し、給与

量を定めることとなる。

家庭で不足しがちな栄養素として、カルシウム、鉄、食物繊維等が考えられる。著

しく不足者の多い栄養素であっても不足分を全て学校給食で補うことには限界がある

ため、施設設備、人的配置、学校給食費、１食の食事としての内容等を勘案し、でき

項目

年齢

基礎代謝量基準値（ 体重 日） 身体活動レベル エネルギー蓄積量（ 日）

男子 女子 男女共通 男子 女子

３～５歳

６～７歳

８～９歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

※ 基礎代謝量基準値とエネルギー蓄積量は、「食事摂取基準２０２５」（厚生労働省）に基づく。

※ 身体活動レベルは、「学校給食摂取基準の一部改正について」（令和３年２月１２日文部科学省通知）に基

づく。

※ 推定エネルギー必要量は、個人の評価には用いない。

ｂ 体重

個々の幼児児童生徒の推定エネルギー必要量を求める場合は、個々の実測値である

が、集団における望ましい推定エネルギー必要量の算出においては、標準体重を使用

する。

① 幼児

身長体重曲線又は近似式を用いて、個々の身長から体重標準値を算出する。

【身長体重曲線】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【近似式】※令和５年乳幼児身体発育調査報告書（こども家庭庁）

男児：体重標準値＝ ×身長 ×身長 － ×身長

女児：体重標準値＝ ×身長 ×身長 － ×身長

② 児童生徒

学校保健統計の身長別標準体重を求める計算式と係数を使用して算出する。

身長別標準体重（ ）＝係数ａ×実測身長（㎝）－係数ｂ
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調理法：煮物、汁物、炒め物、和え物等 
・その他

食 品：果物類、デザート類等

③ 栄養価を算出する。

それぞれの食品の正味重量に、「日本食品標準成分表」（文部科学省）の数値を乗じて

栄養価を算出する。

④ 給食費との調整を行う。

それぞれの食品の直近の価格等を参考に、正味重量に廃棄率を加味した購入量で価格

を算出し、実施可能な献立であるか検討し調整する。

⑸ 献立作成上の留意点

ア 栄養面の配慮

学校給食摂取基準に基づき、幼児児童生徒に必要な栄養量を確保する。

イ 食に関する指導の教材としての配慮

ｱ 各教科等の食に関する指導と意図的に関連させる。

ｲ 季節の食品や行事食等、使用する食品や献立のねらいを明確にする。

ｳ 地場産物や郷土に伝わる料理を積極的に取り入れ、児童生徒が郷土に関心を寄せる心

を育むとともに、地域の食文化の継承につなげる。

ｴ 地場産物を活用し、産業、生産、流通、消費など食料事情等について、環境保全や食

品ロスの視点も含め、理解を深められるようにする。

ｵ 日常又は将来の食事づくりにつなげることができるよう、献立名や食品名を明確にす

る。

ｶ 学校行事や国際理解に関わる献立を取り入れる。

ｷ セレクト方式、バイキング方式等を取り入れ、食品や料理を選択する力を付けられる

ようにする。

る範囲で補うことを検討するが、カルシウム、鉄であれば推奨量（１日）、食物繊維で

あれば目標量（１日）の１／３を下回らないことを原則とする。

ｂ 推定平均必要量の各栄養素の不足者の程度の評価を行った結果、不足者がほとんど

いないと評価された場合及び推定平均必要量の各栄養素の不足者の程度の評価を行っ

ていない場合は、国の示した学校給食摂取基準を参考とする。

⑶ 食品構成の検討

食品構成とは、栄養素と食品の組み合わせのバランスがよい献立を作成するために、一定

期間において、１人１食当たりの必要な給与栄養目標量を満たすことができるよう、使用す

る食品の目安量を食品群別に示したものである。

食品構成表を作成する目的は、２つある。１つ目は、献立作成時に食品構成表を活用する

ことで、特定の食品や食品群への偏りを防ぐことができる点である。２つ目は、食品構成表

は給与栄養目標量を満たす形で作成されているため、これに基づいて献立を作成すると給与

栄養目標量を満たしやすくなる点である。

また、各地域や学校の実態に合わせた食品構成表を作成することで、一定期間の献立にお

いて給与栄養目標量の過不足が生じた場合に、どの食品や食品群の使用量を調整すべきかを

検討するための指標として活用できる。 
なお、学校給食の食品構成については、「学校給食実施基準の一部改正について」（令和３

年２月１２日文部科学省初等中等教育局長通知）において、以下の内容が示されている。

食品構成においては、学校給食摂取基準を踏まえ、多様な食品を適切に組み合わせて、児

童生徒が各栄養素をバランスよく摂取しつつ、さまざまな食品に触れることができるように

する。また、これらを活用した食に関する指導や食事内容の充実を図る。なお、多様な食品

とは、食品群であれば、例えば、穀類、野菜類、豆類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、

肉類、卵類及び乳類等であり、また、食品名であれば、例えば穀類については、精白米、食

パン、コッペパン、うどん、中華麺等である。また、各地域の実情や家庭における食生活の

実態把握の上、日本型食生活の実践、我が国の伝統的な食文化の継承について十分配慮する。

さらに、食事状況調査の結果によれば、学校給食のない日はカルシウム不足が顕著であり、

カルシウム摂取に効果的である牛乳等についての使用に配慮する。なお、家庭の食事におい

てカルシウムの摂取が不足している地域にあっては、積極的に牛乳、調理用牛乳、乳製品、

小魚等についての使用に配慮する。

⑷ 献立原案の作成

年間献立計画に基づいて次の手順で献立を作成する。

① 主食（米飯、パン、麺）を決定する。

② おかずを決定する。

・主菜

食 品：魚介類、肉類、卵類、豆類、豆製品等 
調理法：煮物、揚げ物、焼き物、蒸し物等 

・副菜

食 品：野菜、芋類、藻類、きのこ類、小魚類、種実類等 
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調理法：煮物、汁物、炒め物、和え物等 
・その他

食 品：果物類、デザート類等

③ 栄養価を算出する。

それぞれの食品の正味重量に、「日本食品標準成分表」（文部科学省）の数値を乗じて

栄養価を算出する。

④ 給食費との調整を行う。

それぞれの食品の直近の価格等を参考に、正味重量に廃棄率を加味した購入量で価格

を算出し、実施可能な献立であるか検討し調整する。

⑸ 献立作成上の留意点

ア 栄養面の配慮

学校給食摂取基準に基づき、幼児児童生徒に必要な栄養量を確保する。

イ 食に関する指導の教材としての配慮

ｱ 各教科等の食に関する指導と意図的に関連させる。

ｲ 季節の食品や行事食等、使用する食品や献立のねらいを明確にする。

ｳ 地場産物や郷土に伝わる料理を積極的に取り入れ、児童生徒が郷土に関心を寄せる心

を育むとともに、地域の食文化の継承につなげる。

ｴ 地場産物を活用し、産業、生産、流通、消費など食料事情等について、環境保全や食

品ロスの視点も含め、理解を深められるようにする。

ｵ 日常又は将来の食事づくりにつなげることができるよう、献立名や食品名を明確にす

る。

ｶ 学校行事や国際理解に関わる献立を取り入れる。

ｷ セレクト方式、バイキング方式等を取り入れ、食品や料理を選択する力を付けられる

ようにする。

る範囲で補うことを検討するが、カルシウム、鉄であれば推奨量（１日）、食物繊維で

あれば目標量（１日）の１／３を下回らないことを原則とする。

ｂ 推定平均必要量の各栄養素の不足者の程度の評価を行った結果、不足者がほとんど

いないと評価された場合及び推定平均必要量の各栄養素の不足者の程度の評価を行っ

ていない場合は、国の示した学校給食摂取基準を参考とする。

⑶ 食品構成の検討

食品構成とは、栄養素と食品の組み合わせのバランスがよい献立を作成するために、一定

期間において、１人１食当たりの必要な給与栄養目標量を満たすことができるよう、使用す

る食品の目安量を食品群別に示したものである。

食品構成表を作成する目的は、２つある。１つ目は、献立作成時に食品構成表を活用する

ことで、特定の食品や食品群への偏りを防ぐことができる点である。２つ目は、食品構成表

は給与栄養目標量を満たす形で作成されているため、これに基づいて献立を作成すると給与

栄養目標量を満たしやすくなる点である。

また、各地域や学校の実態に合わせた食品構成表を作成することで、一定期間の献立にお

いて給与栄養目標量の過不足が生じた場合に、どの食品や食品群の使用量を調整すべきかを

検討するための指標として活用できる。 
なお、学校給食の食品構成については、「学校給食実施基準の一部改正について」（令和３

年２月１２日文部科学省初等中等教育局長通知）において、以下の内容が示されている。

食品構成においては、学校給食摂取基準を踏まえ、多様な食品を適切に組み合わせて、児

童生徒が各栄養素をバランスよく摂取しつつ、さまざまな食品に触れることができるように

する。また、これらを活用した食に関する指導や食事内容の充実を図る。なお、多様な食品

とは、食品群であれば、例えば、穀類、野菜類、豆類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、

肉類、卵類及び乳類等であり、また、食品名であれば、例えば穀類については、精白米、食

パン、コッペパン、うどん、中華麺等である。また、各地域の実情や家庭における食生活の

実態把握の上、日本型食生活の実践、我が国の伝統的な食文化の継承について十分配慮する。

さらに、食事状況調査の結果によれば、学校給食のない日はカルシウム不足が顕著であり、

カルシウム摂取に効果的である牛乳等についての使用に配慮する。なお、家庭の食事におい

てカルシウムの摂取が不足している地域にあっては、積極的に牛乳、調理用牛乳、乳製品、

小魚等についての使用に配慮する。

⑷ 献立原案の作成

年間献立計画に基づいて次の手順で献立を作成する。

① 主食（米飯、パン、麺）を決定する。

② おかずを決定する。

・主菜

食 品：魚介類、肉類、卵類、豆類、豆製品等 
調理法：煮物、揚げ物、焼き物、蒸し物等 

・副菜

食 品：野菜、芋類、藻類、きのこ類、小魚類、種実類等 
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調理法：煮物、汁物、炒め物、和え物等 
・その他

食 品：果物類、デザート類等

③ 栄養価を算出する。

それぞれの食品の正味重量に、「日本食品標準成分表」（文部科学省）の数値を乗じて

栄養価を算出する。

④ 給食費との調整を行う。

それぞれの食品の直近の価格等を参考に、正味重量に廃棄率を加味した購入量で価格

を算出し、実施可能な献立であるか検討し調整する。

⑸ 献立作成上の留意点

ア 栄養面の配慮

学校給食摂取基準に基づき、幼児児童生徒に必要な栄養量を確保する。

イ 食に関する指導の教材としての配慮

ｱ 各教科等の食に関する指導と意図的に関連させる。

ｲ 季節の食品や行事食等、使用する食品や献立のねらいを明確にする。

ｳ 地場産物や郷土に伝わる料理を積極的に取り入れ、児童生徒が郷土に関心を寄せる心

を育むとともに、地域の食文化の継承につなげる。

ｴ 地場産物を活用し、産業、生産、流通、消費など食料事情等について、環境保全や食

品ロスの視点も含め、理解を深められるようにする。

ｵ 日常又は将来の食事づくりにつなげることができるよう、献立名や食品名を明確にす

る。

ｶ 学校行事や国際理解に関わる献立を取り入れる。

ｷ セレクト方式、バイキング方式等を取り入れ、食品や料理を選択する力を付けられる

ようにする。

る範囲で補うことを検討するが、カルシウム、鉄であれば推奨量（１日）、食物繊維で

あれば目標量（１日）の１／３を下回らないことを原則とする。

ｂ 推定平均必要量の各栄養素の不足者の程度の評価を行った結果、不足者がほとんど

いないと評価された場合及び推定平均必要量の各栄養素の不足者の程度の評価を行っ

ていない場合は、国の示した学校給食摂取基準を参考とする。

⑶ 食品構成の検討

食品構成とは、栄養素と食品の組み合わせのバランスがよい献立を作成するために、一定

期間において、１人１食当たりの必要な給与栄養目標量を満たすことができるよう、使用す

る食品の目安量を食品群別に示したものである。

食品構成表を作成する目的は、２つある。１つ目は、献立作成時に食品構成表を活用する

ことで、特定の食品や食品群への偏りを防ぐことができる点である。２つ目は、食品構成表

は給与栄養目標量を満たす形で作成されているため、これに基づいて献立を作成すると給与

栄養目標量を満たしやすくなる点である。

また、各地域や学校の実態に合わせた食品構成表を作成することで、一定期間の献立にお

いて給与栄養目標量の過不足が生じた場合に、どの食品や食品群の使用量を調整すべきかを

検討するための指標として活用できる。 
なお、学校給食の食品構成については、「学校給食実施基準の一部改正について」（令和３

年２月１２日文部科学省初等中等教育局長通知）において、以下の内容が示されている。

食品構成においては、学校給食摂取基準を踏まえ、多様な食品を適切に組み合わせて、児

童生徒が各栄養素をバランスよく摂取しつつ、さまざまな食品に触れることができるように

する。また、これらを活用した食に関する指導や食事内容の充実を図る。なお、多様な食品

とは、食品群であれば、例えば、穀類、野菜類、豆類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、

肉類、卵類及び乳類等であり、また、食品名であれば、例えば穀類については、精白米、食

パン、コッペパン、うどん、中華麺等である。また、各地域の実情や家庭における食生活の

実態把握の上、日本型食生活の実践、我が国の伝統的な食文化の継承について十分配慮する。

さらに、食事状況調査の結果によれば、学校給食のない日はカルシウム不足が顕著であり、

カルシウム摂取に効果的である牛乳等についての使用に配慮する。なお、家庭の食事におい

てカルシウムの摂取が不足している地域にあっては、積極的に牛乳、調理用牛乳、乳製品、

小魚等についての使用に配慮する。

⑷ 献立原案の作成

年間献立計画に基づいて次の手順で献立を作成する。

① 主食（米飯、パン、麺）を決定する。

② おかずを決定する。

・主菜

食 品：魚介類、肉類、卵類、豆類、豆製品等 
調理法：煮物、揚げ物、焼き物、蒸し物等 

・副菜

食 品：野菜、芋類、藻類、きのこ類、小魚類、種実類等 
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食品の品質管理や確実な検収を行う上で支障を来すことがないよう、地域別・学校別

の単位に分ける等適正な規模で作成する。

ｲ 施設設備、調理員数、調理時間、配送、容器等の実態を踏まえ、調理後できる限り短

時間に適温で提供する。

ｳ 野菜類は、二次汚染防止の観点から、原則として加熱調理とする。生野菜を提供する

場合は、市町村教育委員会等において食中毒の発生状況を確認する。

カ 特別支援学校での配慮

ｱ 幼児児童生徒が無理なく食べられるような献立及び調理にする。

ｲ 幼児児童生徒の食品の偏りやこだわりに対し、少しずつ食の幅を広げられるように献

立の工夫をする。

ｳ 障害に応じた食に関する指導の効果的な教材となるよう創意工夫する。

ｴ 関係者と連携し共通理解を図りながら、幼児児童生徒の生活習慣全体を視野に入れた

食事管理をする。

キ その他の配慮

学校給食が家庭における日常の食生活のモデルとなるようにする。

⑹ 献立の決定

ア 献立作成委員会の役割

栄養教諭等が作成した献立原案について、献立作成の基本方針や幼児児童生徒の実態、

学校の現状等を踏まえて協議する。

学校給食衛生管理基準では、栄養教諭等、保護者その他の関係者で構成された献立作成

委員会を設ける等により、それぞれの意見を尊重することが求められる。

献立作成委員会は、市町村教育委員会単位で設置するほか、単独調理場が独自で献立を

作成している場合には学校にも設置する。単独の委員会の設置が難しい場合は、学校食育

推進委員会等既存の委員会を活用することも考えられるが、協議内容に献立作成の基本方

針の決定や献立の検討を明記し、協議記録を保存する。

イ 各種委員会との連携

学校給食を食に関する指導の生きた教材として活用するとともに、安全な学校給食を提

供するため、学校給食運営委員会、学校食育推進委員会、食物アレルギー対応委員会等、

各種委員会が連携し、協議結果などを共有する。 
 

⑺ 献立表等の作成

ア 家庭配付・配信用

学校給食や食育推進への理解や啓発を図る手段として、料理の内容や献立のねらいが分

かりやすく、家庭においても取り入れてみようという意欲が高まるような紙面づくりをす

る。また、教科等や給食の時間における食に関する指導の教材として活用できるよう、小

学校と中学校それぞれの学習内容や発達段階に応じた「献立表」にする。 
併せて、アレルゲンを料理名に入れる（例：うずら卵入り八宝菜）など、食物アレルギ

ーを有する幼児児童生徒やその保護者にとって分かりやすくする。 
イ 食物アレルギー対応用

食物アレルギー対応を行うために、料理毎に特定原材料及び特定原材料に準ずる食品の

使用状況の有無や、食物アレルギー対応方法が確認できる資料を用意する。「詳細な献立

【選択給食の特徴と留意点】

セレクト方式 バイキング方式 カフェテリア方式

方

法

２種類以上の料理から各自が選択

できる方式

各自が一度に多種類の料理を種類・

量とともに自由に選択できる方式

定量で多種類の料理の組み合わせ

を自由に選択できる方式

効

果

・自分で料理を選ぶため、残食が少

ない。

・給食に対する関心が一段と高ま

る。

・多種多様な料理を楽しむことがで

きる。

・栄養のバランスを考えながら、食

事を楽しむことができる。

・自分で盛りつけることにより、配

食と配膳のマナー等を身に付け

ることができる。

・自分で食べ物をバランスよく選ぶ

ことができる。

・料理の組み合わせの楽しさを味わ

うことができる。

・自分の食べる量を知ることができ

る。

献

立

作

成

の

留

意

点

・料理の内容が栄養面、価格面につ

いてあまり差が出ないようにす

る。

・幼児児童生徒の嗜
し

好、要望を反映

させる。

・幼児児童生徒が内容を把握できる

料理名とする。

・栄養のバランスを考え、選択でき

る組み合わせにする。

・学校給食摂取基準を大きく上回ら

ないようにする。

・素材の分かる調理方法とする。

・１食単価が高価にならないよう食

品の選択に配慮する。

・調理作業に無理のないようにす

る。

・幼児児童生徒の嗜
し

好、要望を反映

させる。

実

施

上

の

留

意

点

・嗜
し

好面だけに偏ることがないよ

う、栄養面の指導を事前に行うこ

とが大切である。

・食物アレルギー等に配慮する。

・取組は受ける側と供給する側の両

方から、段階を経て行うことが望

ましい。

・全教職員の理解と協力が必要とな

るため、協力体制を確立する必要

がある。

・食物アレルギー等に配慮する。

・個々の料理の栄養価が分かるよう

助言する。

・選択方法、食品の知識やテーブル

マナー等、事前の栄養指導が必要

となる。

・栄養価を踏まえた選択の仕方を指

導する必要がある。

・食物アレルギー等に配慮する。

ウ 嗜
し

好面の配慮

幼児児童生徒に喜ばれる献立を作成することは大切である。ただし、嗜
し

好のみに左右さ

れず、栄養面の配慮することが必要となる。

ｱ 日々の喫食状況の把握や残食調査、嗜
し

好調査を行い、献立作成に生かす。

ｲ 食品の組み合わせや調理方法の工夫を図り、幼児児童生徒の嗜
し

好の偏りをなくす。

ｳ リクエスト献立や児童生徒が考えた料理や献立を取り入れる等、児童生徒が主体的に

学校給食に関わることができるようにする。

エ 安全面の配慮

ｱ 食物アレルギーを有する幼児児童生徒の実態と、施設設備や人員を考慮した無理のな

い食物アレルギー対応をする。

ｲ 摂食嚥
えん

下障害のある幼児児童生徒の実態を把握し、窒息事故を防止する。

オ 衛生面の配慮

ｱ 学校給食衛生管理基準の献立作成の項目に基づいて、安全な調理が実施できる献立と

する。

ａ 施設設備や人員等の調理能力に応じたものとするとともに、衛生的な作業工程及び

作業動線とする。

ｂ 細菌の増殖等が起こりやすい高温多湿の時期は、生もの、和え物等について配慮す

る。

ｃ 保健所等から情報を収集し、地域における感染症や食中毒の発生状況に配慮する。

ｄ 献立作成委員会を設ける等により、構成委員である給食主任、栄養教諭等、保護者

その他の関係者の意見を考慮する。

ｅ 統一献立 複数の学校で共通して使用する献立をいう。 を作成するにあたっては、
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食品の品質管理や確実な検収を行う上で支障を来すことがないよう、地域別・学校別

の単位に分ける等適正な規模で作成する。

ｲ 施設設備、調理員数、調理時間、配送、容器等の実態を踏まえ、調理後できる限り短

時間に適温で提供する。

ｳ 野菜類は、二次汚染防止の観点から、原則として加熱調理とする。生野菜を提供する

場合は、市町村教育委員会等において食中毒の発生状況を確認する。

カ 特別支援学校での配慮

ｱ 幼児児童生徒が無理なく食べられるような献立及び調理にする。

ｲ 幼児児童生徒の食品の偏りやこだわりに対し、少しずつ食の幅を広げられるように献

立の工夫をする。

ｳ 障害に応じた食に関する指導の効果的な教材となるよう創意工夫する。

ｴ 関係者と連携し共通理解を図りながら、幼児児童生徒の生活習慣全体を視野に入れた

食事管理をする。

キ その他の配慮

学校給食が家庭における日常の食生活のモデルとなるようにする。

⑹ 献立の決定

ア 献立作成委員会の役割

栄養教諭等が作成した献立原案について、献立作成の基本方針や幼児児童生徒の実態、

学校の現状等を踏まえて協議する。

学校給食衛生管理基準では、栄養教諭等、保護者その他の関係者で構成された献立作成

委員会を設ける等により、それぞれの意見を尊重することが求められる。

献立作成委員会は、市町村教育委員会単位で設置するほか、単独調理場が独自で献立を

作成している場合には学校にも設置する。単独の委員会の設置が難しい場合は、学校食育

推進委員会等既存の委員会を活用することも考えられるが、協議内容に献立作成の基本方

針の決定や献立の検討を明記し、協議記録を保存する。

イ 各種委員会との連携

学校給食を食に関する指導の生きた教材として活用するとともに、安全な学校給食を提

供するため、学校給食運営委員会、学校食育推進委員会、食物アレルギー対応委員会等、

各種委員会が連携し、協議結果などを共有する。 
 

⑺ 献立表等の作成

ア 家庭配付・配信用

学校給食や食育推進への理解や啓発を図る手段として、料理の内容や献立のねらいが分

かりやすく、家庭においても取り入れてみようという意欲が高まるような紙面づくりをす

る。また、教科等や給食の時間における食に関する指導の教材として活用できるよう、小

学校と中学校それぞれの学習内容や発達段階に応じた「献立表」にする。 
併せて、アレルゲンを料理名に入れる（例：うずら卵入り八宝菜）など、食物アレルギ

ーを有する幼児児童生徒やその保護者にとって分かりやすくする。 
イ 食物アレルギー対応用

食物アレルギー対応を行うために、料理毎に特定原材料及び特定原材料に準ずる食品の

使用状況の有無や、食物アレルギー対応方法が確認できる資料を用意する。「詳細な献立

【選択給食の特徴と留意点】

セレクト方式 バイキング方式 カフェテリア方式

方

法

２種類以上の料理から各自が選択

できる方式

各自が一度に多種類の料理を種類・

量とともに自由に選択できる方式

定量で多種類の料理の組み合わせ

を自由に選択できる方式

効

果

・自分で料理を選ぶため、残食が少

ない。

・給食に対する関心が一段と高ま

る。

・多種多様な料理を楽しむことがで

きる。

・栄養のバランスを考えながら、食

事を楽しむことができる。

・自分で盛りつけることにより、配

食と配膳のマナー等を身に付け

ることができる。

・自分で食べ物をバランスよく選ぶ

ことができる。

・料理の組み合わせの楽しさを味わ

うことができる。

・自分の食べる量を知ることができ

る。

献

立

作

成

の

留

意

点

・料理の内容が栄養面、価格面につ

いてあまり差が出ないようにす

る。

・幼児児童生徒の嗜
し

好、要望を反映

させる。

・幼児児童生徒が内容を把握できる

料理名とする。

・栄養のバランスを考え、選択でき

る組み合わせにする。

・学校給食摂取基準を大きく上回ら

ないようにする。

・素材の分かる調理方法とする。

・１食単価が高価にならないよう食

品の選択に配慮する。

・調理作業に無理のないようにす

る。

・幼児児童生徒の嗜
し

好、要望を反映

させる。

実

施

上

の

留

意

点

・嗜
し

好面だけに偏ることがないよ

う、栄養面の指導を事前に行うこ

とが大切である。

・食物アレルギー等に配慮する。

・取組は受ける側と供給する側の両

方から、段階を経て行うことが望

ましい。

・全教職員の理解と協力が必要とな

るため、協力体制を確立する必要

がある。

・食物アレルギー等に配慮する。

・個々の料理の栄養価が分かるよう

助言する。

・選択方法、食品の知識やテーブル

マナー等、事前の栄養指導が必要

となる。

・栄養価を踏まえた選択の仕方を指

導する必要がある。

・食物アレルギー等に配慮する。

ウ 嗜
し

好面の配慮

幼児児童生徒に喜ばれる献立を作成することは大切である。ただし、嗜
し

好のみに左右さ

れず、栄養面の配慮することが必要となる。

ｱ 日々の喫食状況の把握や残食調査、嗜
し

好調査を行い、献立作成に生かす。

ｲ 食品の組み合わせや調理方法の工夫を図り、幼児児童生徒の嗜
し

好の偏りをなくす。

ｳ リクエスト献立や児童生徒が考えた料理や献立を取り入れる等、児童生徒が主体的に

学校給食に関わることができるようにする。

エ 安全面の配慮

ｱ 食物アレルギーを有する幼児児童生徒の実態と、施設設備や人員を考慮した無理のな

い食物アレルギー対応をする。

ｲ 摂食嚥
えん

下障害のある幼児児童生徒の実態を把握し、窒息事故を防止する。

オ 衛生面の配慮

ｱ 学校給食衛生管理基準の献立作成の項目に基づいて、安全な調理が実施できる献立と

する。

ａ 施設設備や人員等の調理能力に応じたものとするとともに、衛生的な作業工程及び

作業動線とする。

ｂ 細菌の増殖等が起こりやすい高温多湿の時期は、生もの、和え物等について配慮す

る。

ｃ 保健所等から情報を収集し、地域における感染症や食中毒の発生状況に配慮する。

ｄ 献立作成委員会を設ける等により、構成委員である給食主任、栄養教諭等、保護者

その他の関係者の意見を考慮する。

ｅ 統一献立 複数の学校で共通して使用する献立をいう。 を作成するにあたっては、
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食品の品質管理や確実な検収を行う上で支障を来すことがないよう、地域別・学校別

の単位に分ける等適正な規模で作成する。
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食事管理をする。

キ その他の配慮

学校給食が家庭における日常の食生活のモデルとなるようにする。

⑹ 献立の決定

ア 献立作成委員会の役割

栄養教諭等が作成した献立原案について、献立作成の基本方針や幼児児童生徒の実態、
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献立作成委員会は、市町村教育委員会単位で設置するほか、単独調理場が独自で献立を

作成している場合には学校にも設置する。単独の委員会の設置が難しい場合は、学校食育

推進委員会等既存の委員会を活用することも考えられるが、協議内容に献立作成の基本方

針の決定や献立の検討を明記し、協議記録を保存する。

イ 各種委員会との連携

学校給食を食に関する指導の生きた教材として活用するとともに、安全な学校給食を提

供するため、学校給食運営委員会、学校食育推進委員会、食物アレルギー対応委員会等、

各種委員会が連携し、協議結果などを共有する。 
 

⑺ 献立表等の作成

ア 家庭配付・配信用

学校給食や食育推進への理解や啓発を図る手段として、料理の内容や献立のねらいが分

かりやすく、家庭においても取り入れてみようという意欲が高まるような紙面づくりをす

る。また、教科等や給食の時間における食に関する指導の教材として活用できるよう、小

学校と中学校それぞれの学習内容や発達段階に応じた「献立表」にする。 
併せて、アレルゲンを料理名に入れる（例：うずら卵入り八宝菜）など、食物アレルギ

ーを有する幼児児童生徒やその保護者にとって分かりやすくする。 
イ 食物アレルギー対応用

食物アレルギー対応を行うために、料理毎に特定原材料及び特定原材料に準ずる食品の

使用状況の有無や、食物アレルギー対応方法が確認できる資料を用意する。「詳細な献立

【選択給食の特徴と留意点】

セレクト方式 バイキング方式 カフェテリア方式

方

法

２種類以上の料理から各自が選択

できる方式

各自が一度に多種類の料理を種類・

量とともに自由に選択できる方式

定量で多種類の料理の組み合わせ

を自由に選択できる方式

効

果

・自分で料理を選ぶため、残食が少

ない。

・給食に対する関心が一段と高ま

る。

・多種多様な料理を楽しむことがで

きる。

・栄養のバランスを考えながら、食

事を楽しむことができる。

・自分で盛りつけることにより、配

食と配膳のマナー等を身に付け

ることができる。

・自分で食べ物をバランスよく選ぶ

ことができる。

・料理の組み合わせの楽しさを味わ

うことができる。

・自分の食べる量を知ることができ

る。

献

立

作

成

の

留

意

点

・料理の内容が栄養面、価格面につ

いてあまり差が出ないようにす

る。

・幼児児童生徒の嗜
し

好、要望を反映

させる。

・幼児児童生徒が内容を把握できる

料理名とする。

・栄養のバランスを考え、選択でき

る組み合わせにする。

・学校給食摂取基準を大きく上回ら

ないようにする。

・素材の分かる調理方法とする。

・１食単価が高価にならないよう食

品の選択に配慮する。

・調理作業に無理のないようにす

る。

・幼児児童生徒の嗜
し

好、要望を反映

させる。

実

施

上

の

留

意

点

・嗜
し

好面だけに偏ることがないよ

う、栄養面の指導を事前に行うこ

とが大切である。

・食物アレルギー等に配慮する。

・取組は受ける側と供給する側の両

方から、段階を経て行うことが望

ましい。

・全教職員の理解と協力が必要とな

るため、協力体制を確立する必要

がある。

・食物アレルギー等に配慮する。

・個々の料理の栄養価が分かるよう

助言する。

・選択方法、食品の知識やテーブル

マナー等、事前の栄養指導が必要

となる。

・栄養価を踏まえた選択の仕方を指

導する必要がある。

・食物アレルギー等に配慮する。

ウ 嗜
し

好面の配慮

幼児児童生徒に喜ばれる献立を作成することは大切である。ただし、嗜
し

好のみに左右さ

れず、栄養面の配慮することが必要となる。

ｱ 日々の喫食状況の把握や残食調査、嗜
し

好調査を行い、献立作成に生かす。

ｲ 食品の組み合わせや調理方法の工夫を図り、幼児児童生徒の嗜
し

好の偏りをなくす。

ｳ リクエスト献立や児童生徒が考えた料理や献立を取り入れる等、児童生徒が主体的に

学校給食に関わることができるようにする。

エ 安全面の配慮

ｱ 食物アレルギーを有する幼児児童生徒の実態と、施設設備や人員を考慮した無理のな

い食物アレルギー対応をする。

ｲ 摂食嚥
えん

下障害のある幼児児童生徒の実態を把握し、窒息事故を防止する。

オ 衛生面の配慮

ｱ 学校給食衛生管理基準の献立作成の項目に基づいて、安全な調理が実施できる献立と

する。

ａ 施設設備や人員等の調理能力に応じたものとするとともに、衛生的な作業工程及び

作業動線とする。

ｂ 細菌の増殖等が起こりやすい高温多湿の時期は、生もの、和え物等について配慮す

る。

ｃ 保健所等から情報を収集し、地域における感染症や食中毒の発生状況に配慮する。

ｄ 献立作成委員会を設ける等により、構成委員である給食主任、栄養教諭等、保護者

その他の関係者の意見を考慮する。

ｅ 統一献立 複数の学校で共通して使用する献立をいう。 を作成するにあたっては、
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２ 給食の提供

⑴  食品の購入

ア 食品購入量の算出

決定した献立の１人１回当たりの使用量に廃棄量を加え、給食対象人員を乗じて全体の購

入量を算出する。

廃棄率については、最新の「日本食品標準成分表」（文部科学省）に示された数値を参考

にするが、調理場の実態や季節・産地等によっても差が生じる場合があるので注意する。

イ 食品の決定

ｱ 物資（業者）選定委員会の設置

よりよい食品を入手するためには食品の品質と安全性を十分調査して購入することはも

ちろんのこと、納入業者の選定に当たって経営規模、搬入能力、製造工場の衛生状態、学

校給食への理解度、適正な価格等を十分考慮する必要があることから、物資（業者）選定

委員会を設置する。

学校給食衛生管理基準では、学校給食用食品の購入に当たっては、食品選定のための委

員会を設けるなどにより、栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を尊重することや、

必要に応じて衛生管理に関する専門家の助言及び協力を受けられるような仕組みを整える

ことが求められている。

物資（業者）選定委員会は、市町村教育委員会単位で設置するほか、単独調理場が独自

で食品を購入している場合には学校にも設置が必要である。物資（業者）選定委員会とし

て単独の委員会の設置が難しい場合は、学校給食運営委員会等既存の委員会を活用するこ

とも考えられるが、委員会の協議内容に業者の選定や食品の購入基準、購入方針を明記し、

協議記録を保存する必要がある。

ｲ 食品決定の留意点

ａ 献立作成委員会、食物アレルギー対応委員会等と連携する。

ｂ 品質や、鮮度を考慮する。

なお、青果物等では、同じ名称の品であっても、収穫後の日数や保存状態によって鮮

度は著しく異なることが考えられ、当然、栄養価にも差が生ずる。学校給食における栄

養価の算定の基礎としている「日本食品標準成分表」（文部科学省）では、原則として

中央卸売市場で荷開きされた直後のものを試料としており、この成分値は新鮮な青果物

等のものとして捉える。

ｃ 加工食品や調味料は、信頼できるメーカーの製品で、消費期限又は賞味期限、製造年

月日やロット番号、原材料名、食物アレルギー表示等が明確なものを選ぶ。

ｄ 食肉類、魚介類等生鮮食品は、原則として、当日搬入するとともに、１回で使い切る

量を購入する。また、当日搬入できない場合には、冷蔵庫等で適切に温度管理するなど

衛生管理に留意する。

ｅ 有害若しくは不必要な着色料、保存料、漂白剤、発色剤その他の食品添加物が添加さ

れた食品は使用しない。

ｆ 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第１１条第１項に基づく食品中の放射性物

質の規格基準に適合している食品を使用する。

表」、「学校給食食物アレルギー対応確認表」等がこれに当たる。 
ウ 調理場用

学校給食従事者が作業工程表、作業動線図を適切に作成し、安全においしく調理するた

めの情報として、年月日、献立名、料理名、食品名、調理方法、食物アレルギー情報等の

事項を記載する。「作業指示書」や「手配表」等がこれに当たる。
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２ 給食の提供

⑴  食品の購入

ア 食品購入量の算出

決定した献立の１人１回当たりの使用量に廃棄量を加え、給食対象人員を乗じて全体の購

入量を算出する。

廃棄率については、最新の「日本食品標準成分表」（文部科学省）に示された数値を参考

にするが、調理場の実態や季節・産地等によっても差が生じる場合があるので注意する。

イ 食品の決定

ｱ 物資（業者）選定委員会の設置

よりよい食品を入手するためには食品の品質と安全性を十分調査して購入することはも

ちろんのこと、納入業者の選定に当たって経営規模、搬入能力、製造工場の衛生状態、学

校給食への理解度、適正な価格等を十分考慮する必要があることから、物資（業者）選定

委員会を設置する。

学校給食衛生管理基準では、学校給食用食品の購入に当たっては、食品選定のための委

員会を設けるなどにより、栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を尊重することや、

必要に応じて衛生管理に関する専門家の助言及び協力を受けられるような仕組みを整える

ことが求められている。

物資（業者）選定委員会は、市町村教育委員会単位で設置するほか、単独調理場が独自

で食品を購入している場合には学校にも設置が必要である。物資（業者）選定委員会とし

て単独の委員会の設置が難しい場合は、学校給食運営委員会等既存の委員会を活用するこ

とも考えられるが、委員会の協議内容に業者の選定や食品の購入基準、購入方針を明記し、

協議記録を保存する必要がある。

ｲ 食品決定の留意点

ａ 献立作成委員会、食物アレルギー対応委員会等と連携する。

ｂ 品質や、鮮度を考慮する。

なお、青果物等では、同じ名称の品であっても、収穫後の日数や保存状態によって鮮

度は著しく異なることが考えられ、当然、栄養価にも差が生ずる。学校給食における栄

養価の算定の基礎としている「日本食品標準成分表」（文部科学省）では、原則として

中央卸売市場で荷開きされた直後のものを試料としており、この成分値は新鮮な青果物

等のものとして捉える。

ｃ 加工食品や調味料は、信頼できるメーカーの製品で、消費期限又は賞味期限、製造年

月日やロット番号、原材料名、食物アレルギー表示等が明確なものを選ぶ。

ｄ 食肉類、魚介類等生鮮食品は、原則として、当日搬入するとともに、１回で使い切る

量を購入する。また、当日搬入できない場合には、冷蔵庫等で適切に温度管理するなど

衛生管理に留意する。

ｅ 有害若しくは不必要な着色料、保存料、漂白剤、発色剤その他の食品添加物が添加さ

れた食品は使用しない。

ｆ 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第１１条第１項に基づく食品中の放射性物

質の規格基準に適合している食品を使用する。

表」、「学校給食食物アレルギー対応確認表」等がこれに当たる。 
ウ 調理場用

学校給食従事者が作業工程表、作業動線図を適切に作成し、安全においしく調理するた

めの情報として、年月日、献立名、料理名、食品名、調理方法、食物アレルギー情報等の

事項を記載する。「作業指示書」や「手配表」等がこれに当たる。
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２ 給食の提供

⑴  食品の購入

ア 食品購入量の算出

決定した献立の１人１回当たりの使用量に廃棄量を加え、給食対象人員を乗じて全体の購

入量を算出する。

廃棄率については、最新の「日本食品標準成分表」（文部科学省）に示された数値を参考

にするが、調理場の実態や季節・産地等によっても差が生じる場合があるので注意する。

イ 食品の決定

ｱ 物資（業者）選定委員会の設置

よりよい食品を入手するためには食品の品質と安全性を十分調査して購入することはも

ちろんのこと、納入業者の選定に当たって経営規模、搬入能力、製造工場の衛生状態、学

校給食への理解度、適正な価格等を十分考慮する必要があることから、物資（業者）選定

委員会を設置する。

学校給食衛生管理基準では、学校給食用食品の購入に当たっては、食品選定のための委

員会を設けるなどにより、栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を尊重することや、

必要に応じて衛生管理に関する専門家の助言及び協力を受けられるような仕組みを整える

ことが求められている。

物資（業者）選定委員会は、市町村教育委員会単位で設置するほか、単独調理場が独自

で食品を購入している場合には学校にも設置が必要である。物資（業者）選定委員会とし

て単独の委員会の設置が難しい場合は、学校給食運営委員会等既存の委員会を活用するこ

とも考えられるが、委員会の協議内容に業者の選定や食品の購入基準、購入方針を明記し、

協議記録を保存する必要がある。

ｲ 食品決定の留意点

ａ 献立作成委員会、食物アレルギー対応委員会等と連携する。

ｂ 品質や、鮮度を考慮する。

なお、青果物等では、同じ名称の品であっても、収穫後の日数や保存状態によって鮮

度は著しく異なることが考えられ、当然、栄養価にも差が生ずる。学校給食における栄

養価の算定の基礎としている「日本食品標準成分表」（文部科学省）では、原則として

中央卸売市場で荷開きされた直後のものを試料としており、この成分値は新鮮な青果物

等のものとして捉える。

ｃ 加工食品や調味料は、信頼できるメーカーの製品で、消費期限又は賞味期限、製造年

月日やロット番号、原材料名、食物アレルギー表示等が明確なものを選ぶ。

ｄ 食肉類、魚介類等生鮮食品は、原則として、当日搬入するとともに、１回で使い切る

量を購入する。また、当日搬入できない場合には、冷蔵庫等で適切に温度管理するなど

衛生管理に留意する。

ｅ 有害若しくは不必要な着色料、保存料、漂白剤、発色剤その他の食品添加物が添加さ

れた食品は使用しない。

ｆ 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第１１条第１項に基づく食品中の放射性物

質の規格基準に適合している食品を使用する。

表」、「学校給食食物アレルギー対応確認表」等がこれに当たる。 
ウ 調理場用

学校給食従事者が作業工程表、作業動線図を適切に作成し、安全においしく調理するた

めの情報として、年月日、献立名、料理名、食品名、調理方法、食物アレルギー情報等の

事項を記載する。「作業指示書」や「手配表」等がこれに当たる。
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上、二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は８５℃で１分間以上（学校

給食衛生管理基準）、あるいは８５～９０℃で９０秒間以上（大量調理施設衛生管理マ

ニュアル）、又はこれと同等以上の温度まで加熱されていることを確認し、その温度と

時刻を記録する。

ｃ 生の魚介類・食肉類・未殺菌の卵等は、専用の容器及び調理用器具を使用し、二次汚

染を防止する。

ｄ 加熱後の食品は、素手で触らず消毒済の器具で取り扱う。

ｅ 調理後の食品は、適切な温度管理を行い、調理後２時間以内に喫食できるよう努め

る。

ｴ 調理技術

ａ 大量調理においては、日によって廃棄率や味にばらつきが生じないよう、調理機器へ

の投入量、処理時間、だし汁や調味料の分量等を一定にし、標準化する。

ｂ 野菜等については調理作業の標準化を図り、過剰な廃棄を削減し、廃棄率を一定にす

る。

ｃ 調理方法や給食を提供する幼児児童生徒の実態を把握し、味付けを工夫する。

ｄ 配食時間及び調理に必要な時間を決め、加熱開始や和え始めの時刻を決める。

ｅ 調理終了から喫食までの時間の経過による味等の変化を考慮し、加熱や調味を行う。

ｆ 「調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル」（文部科学省）等を有効活用し

大量調理の特長を踏まえて、衛生管理と調理技術の向上に努める。

イ 加熱調理の特徴

ｱ 食中毒を防止する。ただし、加熱だけでは防止できない食中毒菌もあるので注意する。

ｲ 食品の組織や成分に変化を起こす。結合組織や脂肪組織の軟化、澱粉の糊化、たんぱ

く質の熱変性、脂肪の溶解、水分の減少または増加、無機質の減少、ビタミンの減少など

がある。

ｳ 消化吸収率を高める。

ｴ 風味に変化を起こす。灰汁の除去、食品の感触の変化、調味料・香辛料・うま味成分

の浸透等がある。

ウ 調理のポイント

調理形態 ポ イ ン ト

汁 物
・灰汁や油脂等を取り除く。

・熱い汁物は配食の直前に出来上がるように配慮する。

揚げ物

・食品に応じた揚げ温度、時間を設定する。

・油の温度はよくかき混ぜてから計る。

・冷凍食品を揚げるときは、中心部の温度に特に注意する。

・食品は油の表面積の （フライヤーの場合は ）程度入れるのが適当である。

・揚げた食品は、油切りのできる容器に移し、重ねない。

・油の使用回数は酸化度（酸価値）を目安に交換する（揚げた食品の種類・量・頻度・加

熱時間、油の保存状態等によって判断する）。

・使用後の油は、フライヤーに入れたままにせず、濾過して別容器に移し、冷暗所で保管す

る。

焼き物
・食品に応じた焼き温度、時間を設定する。

・食品が重ならないように並べて焼き、焼きむらがないように注意する。

ウ 食品の発注と検収

食品の発注は、市町村や調理場の実情に応じて１週間分、１か月分等適切な方法で行う。

検収は、学校給食衛生管理基準に基づいて実施する。また、納品された食品と発注した食

品とで、含まれるアレルギー物質に相違がないか、複数で確認し記録する。食品の選定者、

発注者、検収者が異なる場合にも確実な検収が実施できる体制をつくる。

検収責任者は、栄養教諭以外で行うことが望ましい。

⑵ 調理

調理とは、食品に一連の操作を加えて料理に作り変えることをいう。見た目のおいしさや栄

養を考慮した料理も、調理方法が適切でないと、食品の色彩や形状、味を壊したり、ビタミン

類の過度の損失を招いたりすることになる。また、場合によっては、感染症や食中毒を引き起

こす要因ともなるので、調理の知識の習得と技術の向上を図る。学校給食の調理は、おおむね

次の順序で行われる。

ア 学校給食（大量）調理の基本的な考え方

調理場の規模、食数、施設設備の状況、機械化の程度、調理担当者の人数などが異なる

ことにより、１回の処理量、調理工程、加熱速度などに違いが生じる。いつでも一定の品質

のものを、安全でおいしく調理するためには、各々の調理場の施設設備、調理機器の性能、

調理時間などの諸条件を効率よく使って、調理手順、調理操作、調理時間等の標準化が必要

である。

ｱ 前提条件

ａ 食に関する指導の教材として活用できる。

ｂ おいしくて、栄養バランスに優れ、幼児児童生徒が満足できる。

ｃ 衛生的で、安心して食べられる。

ｄ 学校給食衛生管理基準に基づいて、調理が行われる。

ｲ 基本的事項

ａ 前日までにミーティングを行い、作業工程表、作業動線図に基づき調理作業の流れを

シミュレーションする。

ｂ 当日の調理作業を効率的に行うため、前日に作業工程表に基づき、各自が使用する機

器や器具等の点検及び準備をする。

ｃ 調味料は事前に準備し、作業中は食品庫への出入りをできるだけしない。前日から用

意する場合は、汚染されないよう専用の容器に入れ、安全に保管する。

ｳ 衛生管理

ａ 前日調理は行わず、生で食用する野菜類、果実類等を除き、加熱処理したものを

提供する。

ｂ 加熱調理する食品は、中心温度計を用いるなどにより、中心部が７５℃で１分間以

次の順序で行われる。

計

量

洗

浄

切

裁

加

熱

調

味

配

食

配

膳

多くの場合、調理場

で調理された料理が

教室に運ばれる。

調理場で釜等から食

缶等へ盛り付ける。

教室で一人一人の

食器へ盛り付ける。

調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル
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上、二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は８５℃で１分間以上（学校

給食衛生管理基準）、あるいは８５～９０℃で９０秒間以上（大量調理施設衛生管理マ

ニュアル）、又はこれと同等以上の温度まで加熱されていることを確認し、その温度と

時刻を記録する。

ｃ 生の魚介類・食肉類・未殺菌の卵等は、専用の容器及び調理用器具を使用し、二次汚

染を防止する。

ｄ 加熱後の食品は、素手で触らず消毒済の器具で取り扱う。

ｅ 調理後の食品は、適切な温度管理を行い、調理後２時間以内に喫食できるよう努め

る。

ｴ 調理技術

ａ 大量調理においては、日によって廃棄率や味にばらつきが生じないよう、調理機器へ

の投入量、処理時間、だし汁や調味料の分量等を一定にし、標準化する。

ｂ 野菜等については調理作業の標準化を図り、過剰な廃棄を削減し、廃棄率を一定にす

る。

ｃ 調理方法や給食を提供する幼児児童生徒の実態を把握し、味付けを工夫する。

ｄ 配食時間及び調理に必要な時間を決め、加熱開始や和え始めの時刻を決める。

ｅ 調理終了から喫食までの時間の経過による味等の変化を考慮し、加熱や調味を行う。

ｆ 「調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル」（文部科学省）等を有効活用し

大量調理の特長を踏まえて、衛生管理と調理技術の向上に努める。

イ 加熱調理の特徴

ｱ 食中毒を防止する。ただし、加熱だけでは防止できない食中毒菌もあるので注意する。

ｲ 食品の組織や成分に変化を起こす。結合組織や脂肪組織の軟化、澱粉の糊化、たんぱ

く質の熱変性、脂肪の溶解、水分の減少または増加、無機質の減少、ビタミンの減少など

がある。

ｳ 消化吸収率を高める。

ｴ 風味に変化を起こす。灰汁の除去、食品の感触の変化、調味料・香辛料・うま味成分

の浸透等がある。

ウ 調理のポイント

調理形態 ポ イ ン ト

汁 物
・灰汁や油脂等を取り除く。

・熱い汁物は配食の直前に出来上がるように配慮する。

揚げ物

・食品に応じた揚げ温度、時間を設定する。

・油の温度はよくかき混ぜてから計る。

・冷凍食品を揚げるときは、中心部の温度に特に注意する。

・食品は油の表面積の （フライヤーの場合は ）程度入れるのが適当である。

・揚げた食品は、油切りのできる容器に移し、重ねない。

・油の使用回数は酸化度（酸価値）を目安に交換する（揚げた食品の種類・量・頻度・加

熱時間、油の保存状態等によって判断する）。

・使用後の油は、フライヤーに入れたままにせず、濾過して別容器に移し、冷暗所で保管す

る。

焼き物
・食品に応じた焼き温度、時間を設定する。

・食品が重ならないように並べて焼き、焼きむらがないように注意する。

ウ 食品の発注と検収

食品の発注は、市町村や調理場の実情に応じて１週間分、１か月分等適切な方法で行う。

検収は、学校給食衛生管理基準に基づいて実施する。また、納品された食品と発注した食

品とで、含まれるアレルギー物質に相違がないか、複数で確認し記録する。食品の選定者、

発注者、検収者が異なる場合にも確実な検収が実施できる体制をつくる。

検収責任者は、栄養教諭以外で行うことが望ましい。

⑵ 調理

調理とは、食品に一連の操作を加えて料理に作り変えることをいう。見た目のおいしさや栄

養を考慮した料理も、調理方法が適切でないと、食品の色彩や形状、味を壊したり、ビタミン

類の過度の損失を招いたりすることになる。また、場合によっては、感染症や食中毒を引き起

こす要因ともなるので、調理の知識の習得と技術の向上を図る。学校給食の調理は、おおむね

次の順序で行われる。

ア 学校給食（大量）調理の基本的な考え方

調理場の規模、食数、施設設備の状況、機械化の程度、調理担当者の人数などが異なる

ことにより、１回の処理量、調理工程、加熱速度などに違いが生じる。いつでも一定の品質

のものを、安全でおいしく調理するためには、各々の調理場の施設設備、調理機器の性能、

調理時間などの諸条件を効率よく使って、調理手順、調理操作、調理時間等の標準化が必要

である。

ｱ 前提条件

ａ 食に関する指導の教材として活用できる。

ｂ おいしくて、栄養バランスに優れ、幼児児童生徒が満足できる。

ｃ 衛生的で、安心して食べられる。

ｄ 学校給食衛生管理基準に基づいて、調理が行われる。

ｲ 基本的事項

ａ 前日までにミーティングを行い、作業工程表、作業動線図に基づき調理作業の流れを

シミュレーションする。

ｂ 当日の調理作業を効率的に行うため、前日に作業工程表に基づき、各自が使用する機

器や器具等の点検及び準備をする。

ｃ 調味料は事前に準備し、作業中は食品庫への出入りをできるだけしない。前日から用

意する場合は、汚染されないよう専用の容器に入れ、安全に保管する。

ｳ 衛生管理

ａ 前日調理は行わず、生で食用する野菜類、果実類等を除き、加熱処理したものを

提供する。

ｂ 加熱調理する食品は、中心温度計を用いるなどにより、中心部が７５℃で１分間以

次の順序で行われる。
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多くの場合、調理場

で調理された料理が

教室に運ばれる。

調理場で釜等から食

缶等へ盛り付ける。

教室で一人一人の

食器へ盛り付ける。

調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル
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上、二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は８５℃で１分間以上（学校

給食衛生管理基準）、あるいは８５～９０℃で９０秒間以上（大量調理施設衛生管理マ

ニュアル）、又はこれと同等以上の温度まで加熱されていることを確認し、その温度と

時刻を記録する。

ｃ 生の魚介類・食肉類・未殺菌の卵等は、専用の容器及び調理用器具を使用し、二次汚

染を防止する。

ｄ 加熱後の食品は、素手で触らず消毒済の器具で取り扱う。

ｅ 調理後の食品は、適切な温度管理を行い、調理後２時間以内に喫食できるよう努め

る。

ｴ 調理技術

ａ 大量調理においては、日によって廃棄率や味にばらつきが生じないよう、調理機器へ

の投入量、処理時間、だし汁や調味料の分量等を一定にし、標準化する。

ｂ 野菜等については調理作業の標準化を図り、過剰な廃棄を削減し、廃棄率を一定にす

る。

ｃ 調理方法や給食を提供する幼児児童生徒の実態を把握し、味付けを工夫する。

ｄ 配食時間及び調理に必要な時間を決め、加熱開始や和え始めの時刻を決める。

ｅ 調理終了から喫食までの時間の経過による味等の変化を考慮し、加熱や調味を行う。

ｆ 「調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル」（文部科学省）等を有効活用し

大量調理の特長を踏まえて、衛生管理と調理技術の向上に努める。

イ 加熱調理の特徴

ｱ 食中毒を防止する。ただし、加熱だけでは防止できない食中毒菌もあるので注意する。

ｲ 食品の組織や成分に変化を起こす。結合組織や脂肪組織の軟化、澱粉の糊化、たんぱ

く質の熱変性、脂肪の溶解、水分の減少または増加、無機質の減少、ビタミンの減少など

がある。

ｳ 消化吸収率を高める。

ｴ 風味に変化を起こす。灰汁の除去、食品の感触の変化、調味料・香辛料・うま味成分

の浸透等がある。

ウ 調理のポイント

調理形態 ポ イ ン ト

汁 物
・灰汁や油脂等を取り除く。

・熱い汁物は配食の直前に出来上がるように配慮する。

揚げ物

・食品に応じた揚げ温度、時間を設定する。

・油の温度はよくかき混ぜてから計る。

・冷凍食品を揚げるときは、中心部の温度に特に注意する。

・食品は油の表面積の （フライヤーの場合は ）程度入れるのが適当である。

・揚げた食品は、油切りのできる容器に移し、重ねない。

・油の使用回数は酸化度（酸価値）を目安に交換する（揚げた食品の種類・量・頻度・加

熱時間、油の保存状態等によって判断する）。

・使用後の油は、フライヤーに入れたままにせず、濾過して別容器に移し、冷暗所で保管す

る。

焼き物
・食品に応じた焼き温度、時間を設定する。

・食品が重ならないように並べて焼き、焼きむらがないように注意する。

ウ 食品の発注と検収

食品の発注は、市町村や調理場の実情に応じて１週間分、１か月分等適切な方法で行う。

検収は、学校給食衛生管理基準に基づいて実施する。また、納品された食品と発注した食

品とで、含まれるアレルギー物質に相違がないか、複数で確認し記録する。食品の選定者、

発注者、検収者が異なる場合にも確実な検収が実施できる体制をつくる。

検収責任者は、栄養教諭以外で行うことが望ましい。

⑵ 調理

調理とは、食品に一連の操作を加えて料理に作り変えることをいう。見た目のおいしさや栄

養を考慮した料理も、調理方法が適切でないと、食品の色彩や形状、味を壊したり、ビタミン

類の過度の損失を招いたりすることになる。また、場合によっては、感染症や食中毒を引き起

こす要因ともなるので、調理の知識の習得と技術の向上を図る。学校給食の調理は、おおむね

次の順序で行われる。

ア 学校給食（大量）調理の基本的な考え方

調理場の規模、食数、施設設備の状況、機械化の程度、調理担当者の人数などが異なる

ことにより、１回の処理量、調理工程、加熱速度などに違いが生じる。いつでも一定の品質

のものを、安全でおいしく調理するためには、各々の調理場の施設設備、調理機器の性能、

調理時間などの諸条件を効率よく使って、調理手順、調理操作、調理時間等の標準化が必要

である。

ｱ 前提条件

ａ 食に関する指導の教材として活用できる。

ｂ おいしくて、栄養バランスに優れ、幼児児童生徒が満足できる。

ｃ 衛生的で、安心して食べられる。

ｄ 学校給食衛生管理基準に基づいて、調理が行われる。

ｲ 基本的事項

ａ 前日までにミーティングを行い、作業工程表、作業動線図に基づき調理作業の流れを

シミュレーションする。

ｂ 当日の調理作業を効率的に行うため、前日に作業工程表に基づき、各自が使用する機

器や器具等の点検及び準備をする。

ｃ 調味料は事前に準備し、作業中は食品庫への出入りをできるだけしない。前日から用

意する場合は、汚染されないよう専用の容器に入れ、安全に保管する。

ｳ 衛生管理

ａ 前日調理は行わず、生で食用する野菜類、果実類等を除き、加熱処理したものを

提供する。

ｂ 加熱調理する食品は、中心温度計を用いるなどにより、中心部が７５℃で１分間以
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多くの場合、調理場

で調理された料理が

教室に運ばれる。

調理場で釜等から食

缶等へ盛り付ける。

教室で一人一人の

食器へ盛り付ける。
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⑵ 学校給食栄養報告

学校給食における児童生徒の栄養摂取等の状況を把握するため、文部科学省では、学校給食

栄養報告（週報）として調査している。本県では、「学校給食栄養報告書について」（平成２５

年２月２８日付け愛知県教育委員会通知）において年２回（６月、１１月）の提出を求めてい

る。

４ 評価に基づく改善

栄養管理においては、幼児児童生徒が実際に摂取した栄養価を把握するとともに、食事内容の

改善、充実を図ることが大切である。実態把握（アセスメント）や評価、改善は、養護教諭、学

級担任等と連携して行い、必要に応じて保護者と情報共有を行う。

５ 特定給食施設における栄養管理

特定給食施設とは、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第２０条第１項の厚生労働省令

で定める、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもの

として、継続的に１回１００食以上又は１日２５０食以上の食事を供給する施設をいう。した

がって、学校給食施設のうち、１回１００食以上の食事を供給している施設は特定給食施設とな

る。

特定給食施設の指導等に係る事務は、都道府県、保健所設置市及び特別区の自治事務（地方自

治法第２条第８項）であり、厚生労働省は、「特定給食施設における栄養管理に関する指導・支

援等について」（令和２年３月３１日付け通知）で、都道府県、保健所設置市、特別区宛てに技

術的助言を行っている。なお、学校への指導については、教育委員会と連携して行うとしている。

この技術的助言の中で示された留意事項は次のとおりである。

⑴ 身体の状況、栄養状態等の把握、食事の提供、品質管理及び評価

ア 利用者の性、年齢、身体の状況、食事の摂取状況及び生活状況等を定期的に把握する。

イ アで把握した情報に基づき給与栄養量の目標を設定し、食事の提供に関する計画を作成す

る。

ウ イで作成した計画に基づき、食品の調達、調理及び提供を行う。

エ ウで提供した食事の摂取状況を定期的に把握するとともに、身体状況の変化を把握するな

どし、これらの総合的な評価を行い、その結果に基づき、食事計画の改善を図る。

オ 提供エネルギー量の評価には、個々人の体重、体格の変化並びに肥満及びやせに該当する

者の割合の変化を参考にする。ただし、より適切にエネルギー量の過不足を評価できる指標

が他にある場合はこの限りではない。

⑵  提供する給食の献立

ア 給食の献立は、利用者の身体の状況、日常の食事の摂取量に占める給食の割合、 AE嗜 E

し

A好等に

配慮するとともに、料理の組み合わせや食品の組み合わせにも配慮して作成するよう努める。

イ 複数献立や選択食 カフェテリア方式 のように、利用者の自主性により料理の選択が行わ

エ 配食

幼児児童生徒が、最良の状態で食べるため、安全・衛生面に配慮しながら適正量を配食す

ることが大切である。配食に際しては、次のことに配慮する。

ｱ 調理したものは、料理別の総量を把握し、学級ごとに適正に配食する。

ｲ 頻度の高い料理は、学級ごとの配食表を作成しておく。

ｳ 温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たい状態で食べられるよう調理や配食に要する時

間を考慮し、調理手順や開始時間を適切にして調理後２時間以内に喫食できるよう努める。

ｴ 保温・保冷性のある食缶や容器等を使用し、学級での配膳までの温度管理を行う。

オ 特別支援学校での配慮

幼児児童生徒が無理なく食べられるよう調理についても十分配慮する。

幼児児童生徒の摂食機能に合わせた調理 「食形態段階表」４１ページ参照）については

「特別食マニュアル（第１報）」（平成２１年１月２７日付け愛知県教育委員会通知）を参考

にする。

３ 事後の評価

⑴  摂取状況及び摂取栄養価の把握

栄養管理においては、幼児児童生徒が実際に摂取した栄養価を把握することが大切である。

予定献立による栄養価の算出はあくまでも計画であるので、食品の変更や残食が出た場合には

それらを加減した正しい栄養価を把握し、学校給食摂取基準に照らして適当なものであったか

どうかを確認することが必要である。残食となった給食の量を把握するとともに、幼児児童生

徒の喫食状況を確認し、献立作成のねらいが達成されているか、魅力ある給食となっているか

などを確認する。

蒸し物

・水蒸気が上がってから蒸し始める。

・食品に応じた蒸し温度、時間を設定する。

・食品が重ならないように並べて蒸し、蒸しむらがないように注意する。

煮 物

・煮崩れを防ぐために切り方を工夫する。

・調味料は一度に入れず、分けて入れる。

・かき混ぜる場合は、煮崩れに注意して行う。

・余熱による食品や味の変化を考慮して調理する。

茹で物

・十分に沸騰した湯で茹でる。

・冷却が必要な食品は速やかに冷却機等で冷却し、水分をよく切る。

・野菜は完全に熱が通る量を釜に入れる（釜からあふれるほど一度に入れない）。

・湯温ではなく食品の温度を確認し、測定した時刻とともに記録する。

和え物

・食品を加熱後、速やかに冷却機等で冷却し、冷蔵庫等で保管するなど適切な温度管理を

行う。

・水冷する場合、直前に遊離残留塩素が Ｌ以上あることを確認し、遊離残留塩素量

と測定した時刻を記録する。

・配食直前に和える。

・調理終了時に温度を確認し、測定した時刻とともに記録する。

炒め物

・釜を熱してから油を入れる。

・食品は確実に加熱できる量に分けて炒める。

・肉類・魚介類を使用する場合は加熱されていることを確認してから他の食品を加える。

・火の通りにくい食品は茹でる等下処理をしておく。

・短時間で仕上げることができる量にする。
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⑵ 学校給食栄養報告

学校給食における児童生徒の栄養摂取等の状況を把握するため、文部科学省では、学校給食

栄養報告（週報）として調査している。本県では、「学校給食栄養報告書について」（平成２５

年２月２８日付け愛知県教育委員会通知）において年２回（６月、１１月）の提出を求めてい

る。

４ 評価に基づく改善

栄養管理においては、幼児児童生徒が実際に摂取した栄養価を把握するとともに、食事内容の

改善、充実を図ることが大切である。実態把握（アセスメント）や評価、改善は、養護教諭、学

級担任等と連携して行い、必要に応じて保護者と情報共有を行う。

５ 特定給食施設における栄養管理

特定給食施設とは、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第２０条第１項の厚生労働省令

で定める、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもの

として、継続的に１回１００食以上又は１日２５０食以上の食事を供給する施設をいう。した

がって、学校給食施設のうち、１回１００食以上の食事を供給している施設は特定給食施設とな

る。

特定給食施設の指導等に係る事務は、都道府県、保健所設置市及び特別区の自治事務（地方自

治法第２条第８項）であり、厚生労働省は、「特定給食施設における栄養管理に関する指導・支

援等について」（令和２年３月３１日付け通知）で、都道府県、保健所設置市、特別区宛てに技

術的助言を行っている。なお、学校への指導については、教育委員会と連携して行うとしている。

この技術的助言の中で示された留意事項は次のとおりである。

⑴ 身体の状況、栄養状態等の把握、食事の提供、品質管理及び評価

ア 利用者の性、年齢、身体の状況、食事の摂取状況及び生活状況等を定期的に把握する。

イ アで把握した情報に基づき給与栄養量の目標を設定し、食事の提供に関する計画を作成す

る。

ウ イで作成した計画に基づき、食品の調達、調理及び提供を行う。

エ ウで提供した食事の摂取状況を定期的に把握するとともに、身体状況の変化を把握するな

どし、これらの総合的な評価を行い、その結果に基づき、食事計画の改善を図る。

オ 提供エネルギー量の評価には、個々人の体重、体格の変化並びに肥満及びやせに該当する

者の割合の変化を参考にする。ただし、より適切にエネルギー量の過不足を評価できる指標

が他にある場合はこの限りではない。

⑵  提供する給食の献立

ア 給食の献立は、利用者の身体の状況、日常の食事の摂取量に占める給食の割合、 AE嗜 E

し

A好等に

配慮するとともに、料理の組み合わせや食品の組み合わせにも配慮して作成するよう努める。

イ 複数献立や選択食 カフェテリア方式 のように、利用者の自主性により料理の選択が行わ

エ 配食

幼児児童生徒が、最良の状態で食べるため、安全・衛生面に配慮しながら適正量を配食す

ることが大切である。配食に際しては、次のことに配慮する。

ｱ 調理したものは、料理別の総量を把握し、学級ごとに適正に配食する。

ｲ 頻度の高い料理は、学級ごとの配食表を作成しておく。

ｳ 温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たい状態で食べられるよう調理や配食に要する時

間を考慮し、調理手順や開始時間を適切にして調理後２時間以内に喫食できるよう努める。

ｴ 保温・保冷性のある食缶や容器等を使用し、学級での配膳までの温度管理を行う。

オ 特別支援学校での配慮

幼児児童生徒が無理なく食べられるよう調理についても十分配慮する。

幼児児童生徒の摂食機能に合わせた調理 「食形態段階表」４１ページ参照）については

「特別食マニュアル（第１報）」（平成２１年１月２７日付け愛知県教育委員会通知）を参考

にする。

３ 事後の評価

⑴  摂取状況及び摂取栄養価の把握

栄養管理においては、幼児児童生徒が実際に摂取した栄養価を把握することが大切である。

予定献立による栄養価の算出はあくまでも計画であるので、食品の変更や残食が出た場合には

それらを加減した正しい栄養価を把握し、学校給食摂取基準に照らして適当なものであったか

どうかを確認することが必要である。残食となった給食の量を把握するとともに、幼児児童生

徒の喫食状況を確認し、献立作成のねらいが達成されているか、魅力ある給食となっているか

などを確認する。

蒸し物

・水蒸気が上がってから蒸し始める。

・食品に応じた蒸し温度、時間を設定する。

・食品が重ならないように並べて蒸し、蒸しむらがないように注意する。

煮 物

・煮崩れを防ぐために切り方を工夫する。

・調味料は一度に入れず、分けて入れる。

・かき混ぜる場合は、煮崩れに注意して行う。

・余熱による食品や味の変化を考慮して調理する。

茹で物

・十分に沸騰した湯で茹でる。

・冷却が必要な食品は速やかに冷却機等で冷却し、水分をよく切る。

・野菜は完全に熱が通る量を釜に入れる（釜からあふれるほど一度に入れない）。

・湯温ではなく食品の温度を確認し、測定した時刻とともに記録する。

和え物

・食品を加熱後、速やかに冷却機等で冷却し、冷蔵庫等で保管するなど適切な温度管理を

行う。

・水冷する場合、直前に遊離残留塩素が Ｌ以上あることを確認し、遊離残留塩素量

と測定した時刻を記録する。

・配食直前に和える。

・調理終了時に温度を確認し、測定した時刻とともに記録する。

炒め物

・釜を熱してから油を入れる。

・食品は確実に加熱できる量に分けて炒める。

・肉類・魚介類を使用する場合は加熱されていることを確認してから他の食品を加える。

・火の通りにくい食品は茹でる等下処理をしておく。

・短時間で仕上げることができる量にする。
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⑵ 学校給食栄養報告

学校給食における児童生徒の栄養摂取等の状況を把握するため、文部科学省では、学校給食

栄養報告（週報）として調査している。本県では、「学校給食栄養報告書について」（平成２５

年２月２８日付け愛知県教育委員会通知）において年２回（６月、１１月）の提出を求めてい

る。

４ 評価に基づく改善

栄養管理においては、幼児児童生徒が実際に摂取した栄養価を把握するとともに、食事内容の

改善、充実を図ることが大切である。実態把握（アセスメント）や評価、改善は、養護教諭、学

級担任等と連携して行い、必要に応じて保護者と情報共有を行う。

５ 特定給食施設における栄養管理

特定給食施設とは、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第２０条第１項の厚生労働省令

で定める、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもの

として、継続的に１回１００食以上又は１日２５０食以上の食事を供給する施設をいう。した

がって、学校給食施設のうち、１回１００食以上の食事を供給している施設は特定給食施設とな

る。

特定給食施設の指導等に係る事務は、都道府県、保健所設置市及び特別区の自治事務（地方自

治法第２条第８項）であり、厚生労働省は、「特定給食施設における栄養管理に関する指導・支

援等について」（令和２年３月３１日付け通知）で、都道府県、保健所設置市、特別区宛てに技

術的助言を行っている。なお、学校への指導については、教育委員会と連携して行うとしている。

この技術的助言の中で示された留意事項は次のとおりである。

⑴ 身体の状況、栄養状態等の把握、食事の提供、品質管理及び評価

ア 利用者の性、年齢、身体の状況、食事の摂取状況及び生活状況等を定期的に把握する。

イ アで把握した情報に基づき給与栄養量の目標を設定し、食事の提供に関する計画を作成す

る。

ウ イで作成した計画に基づき、食品の調達、調理及び提供を行う。

エ ウで提供した食事の摂取状況を定期的に把握するとともに、身体状況の変化を把握するな

どし、これらの総合的な評価を行い、その結果に基づき、食事計画の改善を図る。

オ 提供エネルギー量の評価には、個々人の体重、体格の変化並びに肥満及びやせに該当する

者の割合の変化を参考にする。ただし、より適切にエネルギー量の過不足を評価できる指標

が他にある場合はこの限りではない。

⑵  提供する給食の献立

ア 給食の献立は、利用者の身体の状況、日常の食事の摂取量に占める給食の割合、 AE嗜 E

し

A好等に

配慮するとともに、料理の組み合わせや食品の組み合わせにも配慮して作成するよう努める。

イ 複数献立や選択食 カフェテリア方式 のように、利用者の自主性により料理の選択が行わ

エ 配食

幼児児童生徒が、最良の状態で食べるため、安全・衛生面に配慮しながら適正量を配食す

ることが大切である。配食に際しては、次のことに配慮する。

ｱ 調理したものは、料理別の総量を把握し、学級ごとに適正に配食する。

ｲ 頻度の高い料理は、学級ごとの配食表を作成しておく。

ｳ 温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たい状態で食べられるよう調理や配食に要する時

間を考慮し、調理手順や開始時間を適切にして調理後２時間以内に喫食できるよう努める。

ｴ 保温・保冷性のある食缶や容器等を使用し、学級での配膳までの温度管理を行う。

オ 特別支援学校での配慮

幼児児童生徒が無理なく食べられるよう調理についても十分配慮する。

幼児児童生徒の摂食機能に合わせた調理 「食形態段階表」４１ページ参照）については

「特別食マニュアル（第１報）」（平成２１年１月２７日付け愛知県教育委員会通知）を参考

にする。

３ 事後の評価

⑴  摂取状況及び摂取栄養価の把握

栄養管理においては、幼児児童生徒が実際に摂取した栄養価を把握することが大切である。

予定献立による栄養価の算出はあくまでも計画であるので、食品の変更や残食が出た場合には

それらを加減した正しい栄養価を把握し、学校給食摂取基準に照らして適当なものであったか

どうかを確認することが必要である。残食となった給食の量を把握するとともに、幼児児童生

徒の喫食状況を確認し、献立作成のねらいが達成されているか、魅力ある給食となっているか

などを確認する。

蒸し物

・水蒸気が上がってから蒸し始める。

・食品に応じた蒸し温度、時間を設定する。

・食品が重ならないように並べて蒸し、蒸しむらがないように注意する。

煮 物

・煮崩れを防ぐために切り方を工夫する。

・調味料は一度に入れず、分けて入れる。

・かき混ぜる場合は、煮崩れに注意して行う。

・余熱による食品や味の変化を考慮して調理する。

茹で物

・十分に沸騰した湯で茹でる。

・冷却が必要な食品は速やかに冷却機等で冷却し、水分をよく切る。

・野菜は完全に熱が通る量を釜に入れる（釜からあふれるほど一度に入れない）。

・湯温ではなく食品の温度を確認し、測定した時刻とともに記録する。

和え物

・食品を加熱後、速やかに冷却機等で冷却し、冷蔵庫等で保管するなど適切な温度管理を

行う。

・水冷する場合、直前に遊離残留塩素が Ｌ以上あることを確認し、遊離残留塩素量

と測定した時刻を記録する。

・配食直前に和える。

・調理終了時に温度を確認し、測定した時刻とともに記録する。

炒め物

・釜を熱してから油を入れる。

・食品は確実に加熱できる量に分けて炒める。

・肉類・魚介類を使用する場合は加熱されていることを確認してから他の食品を加える。

・火の通りにくい食品は茹でる等下処理をしておく。

・短時間で仕上げることができる量にする。
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食
形

態
段

階
表

区
分

摂
食
機
能
の
発
達
段
階

食
物
形
態
（
①
硬
さ
②
大
き
さ
③
ま
と
ま
り
）

調
理
に
お
け
る
留
意
点

備
考

初 期 食 Ⅰ

弱 ← 飲 み 込 む 力 → 強

・
口
唇
は
単
純
閉
鎖
で
、
捕
食
の
力
は
弱
い

・
口
角
は
ほ
と
ん
ど
動
か
な
い

・
舌
は
前
後
運
動

・
顎
（
あ
ご
）
は
単
純
上
下
運
動

・
処
理
は
短
時
間

・
え
ん
下
は
乳
児
様
え
ん
下
が
見
ら
れ
る

＜
プ
レ
ー
ン
ヨ
ー
グ
ル
ト
状
（
粘
液
状
）
＞

①
口
に
入
っ
た
ら
そ
の
ま
ま
飲
み
込
め
る
状
態
で
、

粒
や
繊
維
が
残
っ
て
い
な
い
滑
ら
か
な
形
状

②
絹
ご
し
目
：
５
０
メ
ッ
シ
ュ

③
寒
天
な
ど
の
と
ろ
み
、
牛
乳
、
ス
ー
プ
が
必
要

・
ス
プ
ー
ン
か
ら
ぽ
っ
と
ん
と
落
ち
る
く
ら
い
の
や
わ
ら
か
さ
、
も
し
く
は
ス
プ
ー
ン
で
混
ぜ

た
と
き
す
じ
が
残
る
程
度
の
や
わ
ら
か
さ

（
あ
ま
り
ゆ
る
く
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
配
慮
）

・
粒
が
な
い
な
め
ら
か
な
状
態
で
と
ろ
み
に
も
配
慮

・
適
度
の
水
分
（
分
離
し
な
い
こ
と
）

・
主
食
は
か
ゆ
を
ペ
ー
ス
ト
状
に
す
る
（
形
状
例
：
ヨ
ー
グ
ル
ト
な
ど
）

○
辛
い
も
の
、
す
っ
ぱ
い
も
の
、
え
ぐ
み
の
あ
る
も
の
等
は
ブ
リ
ク
サ
ー
に
か
け
過

ぎ
な
い

○
魚
の
パ
サ
つ
き
は
練
り
食
材
、
肉
の
硬
さ
は
ペ
ー
ス
ト
食
材
な
ど
、
対
応
で
き
る
素
材
を
使

用
し
た
り
、
加
熱
時
間
を
長
め
に
し
た
り
す
る

・
調
理
法
の
原
則
と
し
て
、
ミ
キ
サ
ー
後
に

裏
ご
し
器
に

通
す
こ
と
が
基
本

・
い
ろ
い
ろ
な
食
品
の
味
を
経
験
す
る
た
め
に
、
素
材
別
・

料
理
別
に
仕
上
げ
る
工
夫
が
必
要

・
主
食
：
お
か
ゆ
・
パ
ン
・
麺
類
の
裏
ご
し

・
主
菜
、
副
菜
：
肉
・
魚
・
卵
・
野
菜
類
の
ぺ
ー
ス
ト
、
コ

ン
ポ
ー
ト
、

ヨ
ー
グ
ル
ト
な
ど

初 期 食 Ⅱ

＜
カ
ス
タ
ー
ド
ク
リ
ー
ム
状
（
ペ
ー
ス
ト
状
）
＞

①
水
分
量
が
多
く
、
適
度
な
粘
性
が
あ
り
、
平
ら
な
ス

プ
ー
ン
に
の
せ
て
も
流
れ
落
ち
な
い
形
状

②
裏
ご
し
目
：
３
０
メ
ッ
シ
ュ

③
寒
天
な
ど
の
と
ろ
み
、
牛
乳
、
ス
ー
プ
が
必
要

中 期 食 Ⅰ

弱 ← つ ぶ す 力 → 強

・
口
唇
は
よ
り
強
く
閉
鎖
で
き
、
し
っ
か
り

捕
食

で
き
る

・
口
角
は
え
ん
下
時
に
動
く

・
舌
は
上
下
運
動

・
顎
は
上
下
運
動
か
ら
側
方
運
動
に
移
行

・
押
し
潰
し
処
理
が
で
き
る

・
え
ん
下
は
成
熟
え
ん
下
に
移
行

＜
マ
ッ
シ
ュ
ポ
テ
ト
状
＞

①
絹
ご
し
豆
腐
の
硬
さ
で
、
舌
で
押
し
つ
ぶ
せ
る

②
裏
ご
し
目
：
１
２
メ
ッ
シ
ュ

③
口
の
中
で
バ
ラ
け
な
い
よ
う
に
と
ろ
み
、
牛
乳
、
ス

ー
プ
な
ど
で
調
整
す
る

・
舌
で
押
し
つ
ぶ
せ
る
く
ら
い
や
わ
ら
か
く
煮
た
野
菜
等
、
形
が
あ
る

・
と
ろ
み
に
配
慮

・
ミ
キ
サ
ー
を
使
っ
て
形
態
を
調
整
す
る
場
合
は
、
か
た
い
粒
（
ベ
ー
コ
ン
、
ひ
き

肉
、
か
た

め
の
野
菜
な
ど
）
が
な
い
、
な
め
ら
か
な
状
態
で
、
角
が
立
つ
く
ら
い
の
軟
ら
か
さ
（
初
期

食
よ
り
か
た
め
）

・
主
食
は
舌
で
押
し
つ
ぶ
せ
る
や
わ
ら
か
さ
の
か
ゆ
状
（
形
状
例
：
６
分
粥
、
全
粥
）（

形
状

例
：
プ
リ
ン
、
卵
豆
腐
、
絹
ご
し
豆
腐
、
か
ぼ
ち
ゃ
の
煮
物
、
熟
れ
た
バ
ナ
ナ
な
ど
）

○
全
体
に
軟
ら
か
く
調
理
す
る
た
め
に
、
長
時
間
煮
る
、
蒸
す
、
圧
力
鍋
を
使
用
す
る
な
ど
の

調
理
方
法
を
用
い
る

○
軟
ら
か
さ
、
ま
と
ま
り
に
適
し
た
食
材
を
用
い
る

・
移
行
期
に
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
別
の
主
食
、

主
菜
、
副
菜
の
一
部
を
組

み
合
わ
せ
て
調
整
す
る

・
主
食
：
６
分
粥
、
全
粥
、
パ
ン
粥
、
麺
類
の
く
た
く
た
煮

・
主
菜
、
副
菜
：
テ
リ
ー
ヌ
、
煮
こ
ご
り
風
、
野
菜
の
軟
ら

か
煮
、
コ
ン
ポ
ー
ト
、
プ
リ
ン
な
ど

中 期 食 Ⅱ

＜
マ
ッ
シ
ュ
ポ
テ
ト
状
＞

①
絹
ご
し
豆
腐
の
硬
さ
で
、
舌
で
押
し
つ
ぶ
せ
る

②
裏
ご
し
目
：
９
メ
ッ
シ
ュ

③
口
の
中
で
バ
ラ
け
な
い
よ
う
に
と
ろ
み
、
牛
乳
、
ス

ー
プ
、
た
れ
な
ど
で
調
整
す
る

後 期 食 Ⅰ

下 手 ← か む 力 → 上 手

・
口
唇
は
突
出
・
牽
引
、
変
位
な
ど
の
複
雑
動
作

に
移
行

・
処
理
時
に
口
角
が
偏
位
、

活
発
化

・
舌
は
上
下
運
動
か
ら
側
方
運
動
に
移
行

・
顎
は
側
方
運
動
が
増
え
、
そ
し
ゃ
く
の
動
き
が

で
き
る

・
舌
に
よ
る
移
動
処
理
が
で
き
る

・
え
ん
下
は
成
熟
え
ん
下

＜
か
ぼ
ち
ゃ
の
煮
物
状
＞

①
親
指
と
中
指
で
軽
く
つ
ぶ
せ
る
く
ら
い
の
軟
ら
か

さ
で
、
舌
で
は
つ
ぶ
せ
な
い
形
の
あ
る
も
の

②
一
口
大
以
下
の
均
一
し
た
大
き
さ

③
口
の
中
で
バ
ラ
け
な
い
よ
う
に
と
ろ
み
な
ど
で
調

整
す
る

・
舌
で
移
動
で
き
る
よ
う
な
ま
と
ま
り
・
大
き
さ

・
歯
茎
で
押
し
つ
ぶ
せ
る
く
ら
い
の
や
わ
ら
か
さ

（
形
状
例

大
根
の
煮
物
、
柔
ら
か
い
果
物
類

な
ど
）

・
こ
の
硬
さ
に
で
き
な
い
も
の
は
、
前
段
階
の
調
理

方
法
を
用
い
る

・
と
ろ
み
を
配
慮

・
食
材
の
大
き
さ
は
１

角
以
内

・
主
食
は
か
た
め
の
粥
状
か
ら
軟
飯

・
素
材
を
み
じ
ん
切
り
に
し
な
い
（
食
べ
物
の
硬
さ
、
大
き

さ
、
形
が
解
か
ら
な
い
の
で
丸
呑
み
に
な
り
や
す
い
）

・
捕
食
や
か
む
練
習
（
前
歯
や
奥
歯
を
使
用
す
る
練
習
に
、

茹
で
た
野
菜
類
を
ス
テ
ィ
ッ
ク
形
で
提
供
）

・
主
食
：
全
粥
、
軟
飯
、
牛
乳
に
浸
し
た
パ
ン
、
軟
ら
か
煮

の
麺
類

・
主
菜
、
副
菜
：
軟
ら
か
ハ
ン
バ
ー
グ
、
ほ
ぐ
し
魚
の
あ
ん

か
け
、
野
菜
類
の
シ
チ
ュ
ー
、
コ
ン
ポ
ー

ト

後 期 食 Ⅱ

＜
煮
込
み
ハ
ン
バ
ー
グ
状
＞

①
箸
で
切
れ
る
程
度
の
硬
さ

②
一
口
大
の
大
き
さ

③
パ
サ
パ
サ
し
た
も
の
は
、
牛
乳
、
ス
ー
プ
、
た
れ
な

ど
で
調
整
す
る

・
ま
と
ま
り
を
配
慮

・
食
材
の
大
き
さ
は
後
期
食
Ⅰ
よ
り

も
や
や
大
き
め

・
主
食
は
普
通
食
の
主
食
と
同
じ

・
前
歯
で
か
み
切
れ
る
も
の
も
試
す

普 通 食

そ し ゃ く 力

・
口
唇
は
複
雑
動
作
が
で
き
、
さ
ら
に
し
っ

か
り

捕
食
で
き
る

・
舌
は
側
方
捻
転
運
動
が
で
き
る

・
顎
は
臼
摩
の
動
き
が
で
き
、
さ
ら
に
時
間

を
か

け
て
し
っ
か
り
咀
嚼
処
理
で
き
る

・
え
ん
下
は
よ
り
し
っ
か
り
し
た
成
熟
え
ん
下

・
一
般
の
食
事
（
普
通
の
食
事
）
よ
り
も
、
や
や
軟
ら

か
め

・
歯
で
咬
み
砕
き
、
す
り
つ
ぶ
せ
る
大
き
さ
を
配
慮

・
硬
い
肉
や
繊
維
の
多
い
素
材
は
噛
め
ず
に
丸
呑
み
に
な
る
た
め
、
調
理
方
法
の
工
夫
が
必
要

（
一
口
程
度
の
物
は
噛
み
き
れ
な
い
ほ
ど
硬
い
も
の
を
除
け
れ
ば
、
ほ
ぼ
普
通
に
食
べ
ら
れ

る
）

・
で
き
る
だ
け
一
般
食
（
普
通
の
食
事
）
に
近
い
形
状
に
す
る

・
弾
力
が
あ
り
つ
ぶ
し
に
く
い
食
品

⇒
か
ま
ぼ
こ
、
ち
く
わ
、
ハ
ム

・
食
塊
が
つ
く
り
に
く
く
飲
み
込
み
に
く
い
食
品

⇒
り
ん
ご
、
梨

・
主
食
：
ご
は
ん
、
パ
ン
、
麺
類

・
主
菜
、
副
菜
：
照
焼
、
玉
子
焼
、
野
菜
類
の
煮
物
、
果
物

れる場合には、モデル的な料理の組み合わせを提示するよう努める。

⑶  栄養に関する情報の提供

ア 利用者に対し献立表の提示や熱量、たんぱく質、脂質及び塩分等の主要栄養成分の表示を

行うなど、健康や栄養に関する情報の提供を行う。

イ 給食は、利用者が正しい食習慣を身に付け、より健康的な生活を送るために必要な知識を

習得するよい機会であり、各々の施設に応じ利用者等に各種の媒体を活用するなどにより知

識の普及に努める。

⑷  書類の整備

ア 献立表など食事計画に関する書類とともに、利用者の身体状況など栄養管理の評価に必要

な情報について適正に管理する。

イ 委託契約を交わしている場合は、委託契約の内容が確認できるよう委託契約書等を備える。

⑸  衛生管理

給食の運営は、衛生的かつ安全に行われること。具体的には、食品衛生法（昭和２２年法律

第２３３号）、「大規模食中毒対策等について」（平成９年３月２４日付け衛食第８５号生活衛

生局長通知）の別添「大量調理施設衛生管理マニュアル」その他関係法令等の定めるところに

よる。

⑹ 幼児児童生徒における健康・栄養状態の課題が見られる場合

エネルギー量の過不足については、肥満及びやせに該当する割合の変化を参考にする。

なお、提供栄養量の評価に当たっては、身体状況等の変化から給与栄養目標量の設定が適切

であるかを確認する。設定した目標量と提供量だけで不足又は過剰と判断することは適切では

ない。
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